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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期

決算年月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

売上高 （千円） 5,836,415 7,174,418 9,505,732

経常利益又は経常損失（△） （千円） △598,790 107,626 336,776

親会社株主に帰属する当期純利益又は親

会社株主に帰属する当期純損失（△）
（千円） △557,782 74,724 444,634

包括利益 （千円） △543,792 74,818 441,392

純資産額 （千円） 681,447 2,413,775 5,577,041

総資産額 （千円） 4,331,093 5,233,717 10,759,163

１株当たり純資産額 （円） △125.71 △111.81 269.06

１株当たり当期純利益

又は１株当たり当期純損失（△）
（円） △33.10 4.13 22.81

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） － － 21.42

自己資本比率 （％） 15.6 46.1 51.8

自己資本利益率 （％） △104.3 4.8 11.1

株価収益率 （倍） － － 31.9

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △812,004 △336,453 △412,736

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △491,244 △283,221 △321,429

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 1,514,426 829,059 4,459,140

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 1,406,547 1,615,931 5,340,905

従業員数
（人）

306 330 388

（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－)

　（注）１．第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、また第１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非

上場であるため、記載しておりません。

２．第18期及び第19期の１株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定し

ております。

３．第18期及び第19期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。

５．当社は、2025年７月31日開催の取締役会決議により、2025年８月20日付で、普通株式１株につき400株の割

合で株式分割を行っておりますが、第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産

額、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び第20期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益を

算定しております。

６．当社は、2025年10月24日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、第20期の潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、新規上場日から第20期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定し

ております。

７．第18期以降の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51

年大蔵省令第28号)に基づいて作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本

有限責任監査法人より監査を受けております。
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８．第18期について、事業拡大に向けた人材採用を含む先行投資等を行っていることにより経常損失及び親会社

株主に帰属する当期純損失を計上しております。また、同様の理由により営業活動によるキャッシュ・フ

ローがマイナスとなっております。第19期及び第20期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスと

なった要因は、請求書カード払いプラットフォーム「Winvoice」のユーザーによるクレジットカード決済額

が増加したことに伴い、未収入金が増加したことによるものです。「Winvoice」の概要につきましては、

「３　事業の内容」をご参照ください。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （千円） 1,552,098 2,955,121 3,719,931 4,867,108 6,790,842

経常損失（△） （千円） △867,522 △416,563 △390,862 △285,887 △294,680

当期純損失（△） （千円） △1,442,866 △1,072,269 △259,685 △434,523 △3,293

資本金 （千円） 100,000 100,000 247,460 100,000 1,461,064

発行済株式総数 （株） 41,292 41,892 43,694 46,674 20,727,600

普通株式  33,137 33,137 33,789 33,919 20,727,600

Ａ種優先株式  4,700 4,700 4,700 4,700 －

Ｂ種優先株式  3,455 3,455 3,455 3,455 －

Ｂ２種優先株式  － 600 600 600 －

Ｃ種優先株式  － － 1,150 1,150 －

Ｄ種優先株式  － － － 2,850 －

純資産額 （千円） 973,092 203,166 821,513 2,044,593 4,759,931

総資産額 （千円） 2,914,410 2,539,351 4,124,162 4,599,294 9,468,440

１株当たり純資産額 （円） △24,901.40 △50,138.57 △117.69 △131.59 229.64

１株当たり配当額
（円）

－ － － － －

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損失（△） （円） △37,221.52 △25,623.18 △15.41 △24.01 △0.17

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 33.4 7.7 19.7 44.4 50.3

自己資本利益率 （％） △238.6 △183.6 △51.5 △30.4 △0.1

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数
（人）

104 138 173 203 266

（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－) (－)

株主総利回り （％） － － － － －

（比較指標：－） （％） (－) (－) (－) (－) (－)

最高株価 （円） － － － － 1,680

最低株価 （円） － － － － 719

　（注）１．当社は配当を行っておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向につきましては、それぞれ記載してお

りません。

２．第16期から第19期までの１株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算

定しております。

３．第16期から第19期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また１株当たり当期純損失であるため、記載し

ておりません。また第20期は、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

４．第16期から第20期については、事業拡大に向けた人材採用を含む先行投資等を行っていることに加え、一部

の年度において、固定資産に係る減損損失、関係会社株式評価損、連結子会社との吸収合併による抱合株式

消滅損等を計上したことにより、経常損失及び当期純損失を計上しております。

５．第16期から第19期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。ま

た、第20期の株価収益率については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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６．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員を除く。）は従業員数の100分の10未満であ

るため、記載しておりません。

７．第18期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責

任監査法人より監査を受けております。

なお、第16期及び第17期については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出し

た各数値を記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項に基づく

EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

８．当社は、2025年７月31日開催の取締役会決議により、2025年８月20日付で、普通株式１株につき400株の割

合で株式分割を行っておりますが、第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額

及び１株当たり当期純損失を算定しております。

９．当社は、2025年７月31日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優

先株式及びＤ種優先株式全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年８月15

日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及

びＤ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付いたしました。また、当社が取得したＡ種優先株

式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てについて、同日付で消却してお

ります。

10．2025年10月24日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第16期から第20期

までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。

11．最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。

なお、2025年10月24日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載

しておりません。
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２【沿革】

年　月 概　要

2006年５月 ㈱インフキュリオン設立

2010年４月 店舗向け決済サービス提供のため、㈱リンク・プロセシングを子会社として設立

2011年８月 スマートフォンを活用したクレジットカード決済サービス（mPOSサービス）Anywhereを提供開始

2012年９月 ㈱リンク・プロセシングが、Anywhereにおける協業を目的に㈱NTTドコモと資本業務提携

2013年10月 ㈱リンク・プロセシングが、Anywhereにおける協業を目的にユーシーカード㈱と資本業務提携

2014年２月 コンサルティング事業を分社化するため、㈱インフキュリオン コンサルティング準備会社（現 ㈱
インフキュリオン コンサルティング）を設立

2014年４月 ㈱インフキュリオンから㈱インフキュリオン・グループ（現 ㈱インフキュリオン）へ商号変更

 ㈱インフキュリオン・グループのコンサルティング事業を吸収分割の形でインフキュリオン コンサ
ルティング準備会社へ承継し、純粋持株会社に移行

 ㈱リンク・プロセシングが、Anywhereにおける協業を目的に㈱ジェーシービーと資本業務提携

2014年７月 決済業界に関する出版事業を手掛ける㈱カード・ウェーブを完全子会社化

2015年10月 当社代表の丸山弘毅が日本の決済・金融業界の発展を目的に一般社団法人Fintech協会を設立、代表
理事に就任（現在はエグゼクティブアドバイザー）

2016年４月 SBIインベストメント㈱「FinTechファンド」を引受先とした第三者割当増資を実施

 銀行API（注）を活用した消費者向けプロダクトの立ち上げを目的に㈱ネストエッグを子会社として
設立

2016年12月 銀行APIを活用したFintechサービス「finbee」の提供開始

2017年10月 二次元コード決済のゲートウェイを提供する㈱アダプトネットワークスを設立

2018年３月 グループ経営体制の強化を目的に、株式交換等により㈱リンク・プロセシングを完全子会社化

2018年７月 経営の効率化を目的に㈱インフキュリオンが㈱カード・ウェーブを吸収合併

 BaaS基盤を中心としたプロダクトの企画・開発・運用を目的に㈱インフキュリオンデジタルを設立

 経済産業省が主導し、産官学連携による国内のキャッシュレス推進を目的として設立された一般社
団法人キャッシュレス推進協議会の設立時理事として当社代表の丸山弘毅が就任

2018年８月 BaaSプラットフォーム「Wallet Station」を提供開始

2020年４月 金融機関向けのBaaS基盤提供を目的に㈱エヌ・ティ・ティ・データと資本業務提携

2020年７月 「㈱インフキュリオン・グループ」の商号を「㈱インフキュリオン」に変更
子会社「㈱インフキュリオン」の商号を「㈱インフキュリオン コンサルティング」に変更

2020年10月 ㈱Kyashより企業向けカード発行事業「Kyash Direct（キャッシュ ダイレクト）」を譲受

2020年11月 「㈱インフキュリオン」と「㈱インフキュリオンデジタル」を合併し、事業持株会社体制に移行

2021年３月 「Kyash Direct」を機能拡張及びリニューアルし、「Xard」として運用開始

2021年10月 株式交換等により㈱ネストエッグを完全子会社化

2022年11月 第三者型前払式支払手段発行者として 「Coke ON Wallet（コークオン ウォレット）」に参画

2023年７月 プリペイドチャージ連携サービス「CharG」を提供開始

2023年10月 請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」を提供開始

2024年４月 経営の効率化を目的に㈱インフキュリオンを存続会社として、子会社である㈱アダプトネットワー
クスを吸収合併

2024年８月 ㈱三井住友銀行及び三井住友カード㈱と資本業務提携契約を締結

2024年９月 ㈱三井住友フィナンシャルグループの完全子会社（㈱三井住友銀行及び三井住友カード㈱）を通じ
た増資引受け及び既存株主からの当社株式取得により、同社の持分法適用会社化

2025年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ、㈱三井住友銀行及び三井住友カード㈱が提供する法人向けデ
ジタル総合金融サービス「Trunk（トランク）」の開発への参画を発表

2025年10月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2026年４月 フルクラウド型アクワイアリングプラットフォーム「Axios」を提供開始

（注）API　アプリケーションの機能や管理データ等を共有し利用できる仕組み
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３【事業の内容】

（１）当社グループの概況

当社及び連結子会社３社（以下、総称して「当社グループ」という。）は、「決済から、きのうの不可能を可能に

する。」をミッションとして掲げ、消費者向け（BtoC）から事業者間（BtoB）まで、あらゆる産業の事業者や金融機

関に決済・金融機能を実装することにより、経済活動の変革を支える「決済イネーブラー」（注１）として事業を展

開しております。

大手金融機関から新たにフィンテック（注２）市場に参入する新興企業まで、あらゆる事業者のフィンテック・

パートナーとして、次世代型の決済システムを中心とした金融サービスを機能単位で柔軟に自社サービスに組み込む

ことができるプラットフォームを提供するとともに、当社プラットフォームの導入支援を含む決済・金融領域全般に

関するコンサルティングサービスを提供しております。これまで国内の金融機関や大手企業で用いられてきた決済・

金融基盤よりも柔軟性が高くコスト効率に優れた次世代型のインフラ提供者として、決済・金融領域を起点に、従来

よりも効率的で利便性の高い社会の実現に貢献することを目指しております。

 

当社グループが事業を展開する決済・金融領域では、コロナ禍に端を発した社会構造の変革やデジタル化・キャッ

シュレス化の潮流により、これまで以上に手軽で利便性の高いサービスを求めるエンドユーザーのニーズが高まって

おり、金融機関や事業会社は、多様化・複雑化が進む社会のニーズに迅速かつ柔軟に適合することが求められており

ます。また、国策による電子帳簿保存法の改正、インボイス制度開始のほか、近年のAI技術のめざましい発展によっ

て企業のバックオフィス業務は定常業務の省力化やペーパーレス化をはじめとした効率化が急速に進んでおり、これ

らを実現する業務プロセス自体のデジタル化に対応した決済手段の整備が急務となっております。

 

当社グループは創業以来、このような事業者の課題解決に向けて、決済手段の多様化や効率化を実現するプラット

フォームの拡充に取り組んでまいりました。当社グループが提供するプラットフォームはクラウド上で構築されてお

り、多様な外部システムと連携可能な拡張性に加えて、初期導入及びメンテナンスに係るコストメリットを有すると

いう特徴があります。これにより現在では、消費者向け決済及び事業者間決済の双方にプラットフォームを提供する

総合型の決済イネーブラーとしての事業基盤を築いております。

 

2024年８月には、事業者間決済領域において、事業者の経営改革やデジタル・トランスフォーメーション（以下、

「DX」という。）を総合的に支援するプラットフォームの構築を目指し、株式会社三井住友銀行及び三井住友カード

株式会社（以下、総称して「SMBCグループ」という。）との資本業務提携契約を締結し、2025年４月には、SMBCグ

ループが提供する法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk（トランク）」の開発への参画を発表いたしました。

当社グループは、SMBCグループへの決済領域における専門的なナレッジ及びノウハウの提供のほか、AIを活用した先

進的な決済基盤の開発を担うとともに、当社グループが持つ次世代カード発行プラットフォーム及び請求書支払いプ

ラットフォームをSMBCグループの法人カードとシームレスに融合することで、決済・金融の枠にとどまらないソ

リューションの提供を目指すなど、企業の経営を多角的に支援するプラットフォームの構築に取り組んでおります。

 

このように当社グループは、従来型の重厚なシステムを基盤として拡大した日本の決済・金融業界を変革し得る、

高い拡張性及び連携性を有する軽量な決済プラットフォームを提供することで成長を続けてまいりました。あらゆる

事業者を支える決済イネーブラーとして、日本全体の産業・サービスの競争力向上に貢献してまいります。

 

当社グループは、以下の３つの事業セグメントに区分し事業運営しております。以下に示す区分は、「第５経理の

状況　１ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

セグメント名 事業内容

① ペイメントプラットフォーム事業

・国際ブランド（注３）カード発行プラットフォーム

・請求書のカード支払いプラットフォーム

・金融機関や大手企業におけるオリジナルPay（注４）を

　はじめとした自社決済手段構築プラットフォーム

② マーチャントプラットフォーム事業

・加盟店とカード会社等を接続するための決済端末及び

　決済ゲートウェイの提供

・加盟店の売上代金回収・精算の一元管理プラットフォーム

③ コンサルティング事業 ・決済・金融領域における総合コンサルティングサービス
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（２）事業及びサービスの概要

当社グループは、事業持株会社である当社が中心となり、グループ一体となって事業を展開しております。各事業

の内容は以下のとおりであります。

 

① ペイメントプラットフォーム事業

金融機関や事業者のサービスに、クラウド上で構築された当社グループの決済・金融ソリューションをAPIで接続

し、機能を組み込むことにより、各社サービスへクレジットカード発行機能や、アプリへのキャッシュレス決済機

能の搭載など、先進的な組込型のファイナンス機能をオープンプラットフォーム上で提供しております。

本事業は、株式会社インフキュリオン及び株式会社ネストエッグが提供しております。

 

 

（ⅰ）Wallet Station

「Wallet Station」は、金融機関自身のデジタル化やリテール企業におけるオリジナルPayをはじめとした自社

決済手段の構築をサポートするためのプラットフォームを提供しております。金融機関においてはWallet

Stationを活用することで、自身のデジタル化のみに留まらず、金融機関の顧客である事業会社、系列金融機関

などに対するウォレット機能を提供することができます。また、導入先企業は、二次元コード決済や個人間送金

のみならず、会員管理からクーポンやポイントの発行まで行うことができるため、Wallet Stationを通じて自社

の顧客経済圏を構築することが可能となります。

 

（ⅱ）Xard

「Xard」は、フィンテック企業、金融機関、SaaS（注５）事業者、WEBサービス事業者など、国際ブランドカー

ドの発行ニーズがある法人顧客に対して、自社オリジナルの国際ブランドカード発行の基盤となるプラット

フォームを提供しております。一般的に国際ブランドカードの発行は、カード発行ライセンスの取得、プリペイ

ドバリューとしてチャージされた残高の管理や明細照会、カード発行や決済に関わるミッションクリティカルな

システムプロセシング等、必要となるプロセスが多岐にわたりますが、XardがAPIで提供する様々な機能を導入

先企業のサービスに組み込むことにより、国際ブランドカード発行プロセスに掛かる一連のプロセスやコストを

大きく低減させることができます。

 

（ⅲ）Winvoice

「Winvoice」は、法人間における請求書払いのクレジットカード決済を実現するために必要な業務プロセス、

システムをワンストップで提供する請求書カード払いプラットフォームを提供しております。導入先企業は、経

費精算や会計システムをはじめとした自社サービスに、Winvoiceを利用して機能拡張することにより、低価格か

つ迅速に請求書カード払いサービスの提供を開始することができます。また、利用企業においては、請求書をク

レジットカードにより支払うことによって、30日間から60日間支払いサイクルを延長できるほか、請求書をデジ

タルプラットフォーム上で一元管理することにより、請求書管理に要する業務負担を軽減することが可能となり

ます。
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そのほか、ペイメントプラットフォーム事業として以下のサービスを提供しております。

サービス名 サービス概要

CharG
自社オリジナルPayや地域通貨などに、銀行口座からのリアルタイムチャージやコンビニ

ATMチャージなど、新たなチャージ手段を低コストかつ短期間で追加構築できるサービス

finbee 個人又はグループの貯金をサポートする自動貯金アプリサービス

 

② マーチャントプラットフォーム事業

マーチャントプラットフォーム事業では、キャッシュレス社会の拡大に必要不可欠な要素である店舗のキャッシュ

レス化・デジタル化を推進するためのプラットフォームを展開しております。具体的には、あらゆるキャッシュレ

ス手段を単一デバイスで解決するマルチ決済機能に加えて、継続課金業務や店頭オペレーションのデジタル化を実

現する端末の提供、加盟店におけるキャッシュレス決済の処理等を行うアクワイアリングシステム（注６）の開

発、運営などを行っております。

本事業は、株式会社インフキュリオン及び株式会社リンク・プロセシングが提供しております。
 

 

（ⅰ）Anywhere

「Anywhere」は、加盟店とカード会社をはじめとした決済事業者を接続するために必要な決済端末、決済アプ

リ、ゲートウェイまでをワンストップで提供しております。Anywhereには、加盟店のタブレットやスマートフォ

ンと組み合わせて決済端末化する簡易型決済端末（mPOS）と、単体で利用可能な決済専用端末（EFT-POS）があ

り、POSレジ、顧客管理、予算管理といった他のAndroidアプリを搭載することで、加盟店のオペレーションを効

率化する業務端末となっております。また、アプリなどフロントエンドシステムの開発のみならず、決済情報処

理センターなどバックエンドシステムの開発及び24時間365日対応のヘルプデスクも含めて運用を行い、加盟店

向けに安心・安全な決済処理サービスを提供しております。

 

（ⅱ）Axios

「Axios」は、アクワイアリング事業の参入を低コストかつ短期間で実現するフルクラウド型アクワイアリング

プラットフォームを提供しております。カード決済の加盟店開拓・契約・決済処理・加盟店精算といったアクワ

イアラに必要な機能をワンストップで導入可能であるほか、Visaグループが世界で展開するソリューションを活

用した共同利用型のクラウドによる提供により、従来のアクワイアリングシステムよりも導入・運用の低コスト

化を実現しており、あらゆる事業者の参入を後押ししております。

 

③ コンサルティング事業

当社グループは創業以来、金融機関や大手企業に対する決済・金融領域におけるコンサルティングサービスを提

供しております。決済・金融領域と先端テクノロジーに精通した事業開発のプロフェッショナルチームにより、新

規事業開発時の課題抽出から企画立案、実行までの各フェーズにおける支援を行うとともに、金融機関や大手企業

と共創して社会のデジタル化の推進に取り組んでおります。また、コンサルティングサービスを起点として、ペイ

メントプラットフォーム事業及びマーチャントプラットフォーム事業で提供するプロダクトの導入に繋がる入口と

しても機能するなど、コンサルティングとプロダクト間におけるグループシナジーを発揮しております。

本事業は、株式会社インフキュリオン コンサルティングが提供しております。
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（３）売上高の区分

当社グループの売上高は、サービス導入時や決済端末の販売に伴って受け取る「フロー収入」、固定額を定期的に

受け取る月額基本料と決済処理金額等に応じて課金される従量型の収入で構成される「ストック収入」、コンサル

ティングサービスの対価として受け取る「コンサルティング収入」に区分されます。

2026年３月期時点で、フロー収入が連結売上高の48.2％を占めておりますが、業績成長を牽引するペイメントプ

ラットフォーム事業において提供する各プロダクトは、導入後の決済処理金額に応じた従量型のストック収入を中心

とした収益構造であるため、決済処理金額の拡大に伴う継続的な収益成長を見込んでおります。

コンサルティング収入は、80％以上が既存顧客からの継続的な受注による売上となっており、ストック収入とあわ

せて、当社グループにおける安定的な収益基盤として位置付けております。

 

事業セグメント 売上高区分 主な内容

ペイメント

プラットフォーム事業

フロー収入
・プロダクトの初期導入及び機能追加等に伴う開発収入

・決済システムの構築、モダナイズに伴う開発収入

ストック収入
・決済処理金額又は件数に応じて課金する従量型収入

・基本機能の使用対価として固定額で受領する基本料収入

マーチャント

プラットフォーム事業

フロー収入

・決済端末の販売によって得られる収入

・端末の実用化に向けた開発に伴う収入

・その他システム開発に伴う収入

ストック収入
・決済処理金額又は件数に応じて課金する従量型収入

・基本機能の使用対価として固定額で受領する基本料収入

コンサルティング事業 コンサルティング収入 ・コンサルティングサービスの対価として受領する収入

 

（４）事業系統図

当社グループの事業系統図は、次の通りであります。

（注１）イネーブラー（Enabler）
他社のビジネスが成長する上で不可欠なインフラ基盤の一部として機能し、後方支援をする立場・企業

（注２）フィンテック（FinTech）
金融を意味するファイナンス（Finance）と技術を意味するテクノロジー（Technology）を組み合わせた造
語。金融と情報技術を融合した金融工学分野の技術革新や関連するビジネス

（注３）国際ブランド
VISA、Mastercard、JCBなど世界中の国や地域で利用できるクレジットカードのブランド

（注４）オリジナルPay
スマートフォンやタブレットを用いた事業者独自の電子決済サービス

（注５）SaaS（Software as a Service）
インターネットを経由してソフトウエアを利用するサービス

（注６）アクワイアリングシステム
カード決済を受け付け、加盟店に売上金を支払うまでの処理を行うシステム
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱インフキュリオン コンサルティング

（注）３、６

東京都

千代田区
10 コンサルティング事業 100

管理業務受託に伴う経営

指導料の受領等

役員の兼任

不動産の賃借

㈱リンク・プロセシング

（注）３、６

東京都

千代田区
100

マーチャント

プラットフォーム事業
100

管理業務受託に伴う経営

指導料の受領等

役員の兼任

不動産の賃借

資金提供

㈱ネストエッグ
東京都

千代田区
100

ペイメント

プラットフォーム事業
100

管理業務受託に伴う経営

指導料の受領等

役員の兼任

不動産の賃借

（その他の関係会社）      

㈱三井住友フィナンシャルグループ

（注）４、５

東京都

千代田区
2,346,888 銀行持株会社

被所有

28.9

（28.9)

資本業務提携

役員の受入（１名）

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合又は被所有割合の（　）内は、間接所有割合を内数で示しております。

３．特定子会社であります。

４．㈱三井住友フィナンシャルグループは、有価証券報告書を提出しております。

５．㈱三井住友フィナンシャルグループは、同社の100％子会社である㈱三井住友銀行、三井住友カード㈱等を

通じて当社株式の28.9％保有する株主であるため、その他の関係会社に該当しております。

６．㈱インフキュリオン コンサルティング、㈱リンク・プロセシングは、売上高（連結会社相互間の内部取引

売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
㈱インフキュリオン

コンサルティング
㈱リンク・プロセシング

①売上高 1,692,099 2,727,656

②経常利益 589,876 458,977

③当期純利益 381,526 459,257

④純資産額 407,913 413,325

⑤総資産額 731,442 961,005
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）経営方針

当社グループは、「決済から、きのうの不可能を可能にする。」をミッションとして掲げるとともに、その先で実

現したい未来を「あしたの世界に、いくつもの自由を。」というビジョンに込めております。あらゆる産業・事業者

のフィンテック・パートナーとして、全ての商流に関わる決済を起点にシームレスな社会を実現し、これまで不可能

であったビジネスの実現を支援するとともに、様々なサービスと金融機能を繋ぐことで、より豊かで利便性の高い、

スマートで持続可能な社会の実現に貢献することを目指しております。

これらの経営方針に基づき、経営戦略及び諸施策を推進することで、当社グループの中長期的な株主価値及び企業

価値の最大化に努めております。

 

（２）経営環境

当社グループを取り巻く事業環境は、近年、当社グループを含めたフィンテック関連の事業者が台頭し、ITを活用

することで、既存の金融機関が提供し得ない革新的な金融サービスを世の中に提供する動きが活発化しております。

また、コロナ禍に端を発した社会構造の変革や、デジタル化及びキャッシュレス化の潮流によって、これまで以上に

手軽で利便性の高いサービスを求めるエンドユーザーのニーズが急速に高まっており、金融機関や事業会社は、多様

化・複雑化が進む社会のニーズに迅速かつ柔軟に適合することが求められております。

 

決済・金融領域の法整備に目を向けると、欧米を中心に、政府主導でフィンテック事業者に対し金融機関の基幹シ

ステムへのアクセスを開放する動きが加速しております。日本でも2017年５月成立の改正銀行法により、銀行が外部

事業者との安全なデータ連携のためにAPIを公開することが努力義務化されたほか、ユーザーからの委託で金融機関

のシステムに接続できる業者を「電子決済等代行業者」として金融庁に登録する制度が制定されました。加えて、

2022年１月に改正電子帳簿保存法、2023年10月にインボイス制度が施行されたほか、2026年には手形・小切手の全面

的な電子化の方針が示されるなど、政府主導による金融領域のデジタル化が急速に進んでおり、企業のバックオフィ

スは業務プロセス自体のデジタル化に対応した決済手段の整備が急務となっております。

 

① 消費者向け（BtoC）決済市場

BtoC決済市場におけるキャッシュレス決済比率は、2025年に58%（注１）まで上昇するなど堅調に推移しておりま

す。経済産業省は、将来的な目標であるキャッシュレス決済比率80％の早期達成を目指すとともに、新たな中間目

標として2030年に65％（注２）を示しており、引き続き官民が一体となり日本のキャッシュレス社会実現に向けた

環境整備が推し進められるものと認識しております。

また、日本国民一人あたりが保有するキャッシュレス決済手段の数は、主要諸外国と比べて突出して多いことが特

徴として挙げられており（注３）、多様な決済手段を選好する国民性にあわせた事業者の対応も急速に進むことが

見込まれます。

 

② 事業者間（BtoB）決済市場

当社グループが成長領域として軸足を置くBtoB決済市場において、2024年の市場規模は1,193兆円（注４）とされ

ておりますが、依然として銀行振込による支払いが中心であり、日本国内の法人カード利用率は米国の７％（注

５）に対し10分の１程度（注６）と広大な拡大余地が見込まれる市場であると捉えております。

昨今、大企業においては、会計ソフトや経費精算システムと連携させることで業務効率化が実現されるコーポレー

トカードの導入が進んでいるほか（注６）、当社プロダクト導入先企業のサービス利用者であり国内法人数の

99.7％を占めるといわれる中小企業（注７）では、支払いサイトが最大60日程度延長できることにより毎月の資金

繰り改善に繋がるパーチェシングカード（注８）の利用が増加しております（注６）。これらの利便性の向上から

事業者間におけるクレジットカード払いが急速に普及することに伴い、当社グループのプロダクトに対する需要は

今後も継続的に高まるものと考えております。

 

③ クレジットカード業界の構造

クレジットカードは、現代のキャッシュレス社会において欠かせない決済手段であり、消費者と事業者の双方に

とって利便性の高い経済インフラとなっております。その一方で、業界の構造には様々な課題が内在しており、こ

れらは業界全体の持続的な成長やユーザー体験の向上を阻害する要因となっております。クレジットカード取引は

主に以下の主体によって成り立っております。

消費者（カード利用者） カードを使用して商品やサービスの支払いを行う消費者
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事業者（カード加盟店） カードによる支払いを受け入れる小売業者・サービス提供者

イシュア 消費者にクレジットカードを発行する金融機関・カード会社

アクワイアラ カード加盟店と契約し、決済処理を行う決済代行業者や銀行

国際ブランド Visa、Mastercard、JCBなど、決済ネットワークを提供するブランド運営会社

 

＜クレジットカード業界の構造（５パーティーモデル）＞

 

加盟店は、カード決済金額に応じた一定の手数料をアクワイアラに支払いますが、この手数料の多くはイシュアへ

分配される仕組みとなっており、加盟店にとっては大きな負担となっていることが経済産業省により指摘されてお

ります（注９）。また、イシュアはカード利用を促進するため、ポイント還元やキャッシュバックなどのインセン

ティブ施策を強化しており、これによりカード利用者の購買意欲は高まりますが、そのコストは最終的に加盟店が

負担する手数料に含まれております。

現在、決済業界ではデジタル化やリアルタイム決済、バイオメトリクス認証など新技術の導入が進んでおります

が、それぞれが独自のシステムを維持していることにより、システムの相互運用性が低く、全体最適なサービス開

発が難しい状況であると考えられます。特に、伝統的なイシュアやアクワイアラは、旧来技術によるシステムを用

いているケースが多く、コスト上の問題に加え、新たなサービスとの競争において後れを取る例も見られます。

当社グループでは、このような主要なプレーヤーが複雑に連携しながら機能するクレジットカード業界の構造的な

課題を打破し、決済をシームレスに繋げるプラットフォームの提供に取り組んでおります。

 

（注１）経済産業省「2025年のキャッシュレス決済比率を算出しました」（2026年３月）

（注２）経済産業省「キャッシュレス推進検討会 とりまとめ（案）」（2025年12月）

（注３）一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレス・ロードマップ2024」

（注４）経済産業省「令和６年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」より、「BtoB-EC市場規模の業種別内

訳」における2024年 EC市場規模合計額を、同年の合計（その他を除く）EC化率にて除して算出

（注５）Insider Intelligence | eMarketer (Forecast, Aug 2023)

（注６）矢野経済研究所「国内キャッシュレス決済市場の実態と将来予測（2024年版）」

（注７）総務省・経済産業省「令和３年経済センサス-活動調査」

（注８）パーチェシングカード

企業における固定費や企業間の購買活動の決済に特化したカード

（注９）経済産業省「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」とりまとめ
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（３）経営戦略等

当社グループは次のような事業上の優位性を有しており、これらの優位性を踏まえて、中長期的な経営戦略を策定

しております。

 

① イネーブラー型のビジネスモデル

キャッシュレス化の急速な進展により、国内ではカードやウォレット、コード決済など、様々な決済サービスを提

供する事業者が勃興しておりますが、当社グループは、そのような事業者を含め決済に関わるあらゆる企業に最先

端の決済基盤や技術を提供するイネーブラーとしてのポジションを築いております。産業の垣根を越えて、あらゆ

る事業者や金融機関へ広く当社グループのプロダクトを提供することができるビジネスモデルにより、BtoC・BtoB

双方の決済市場すべてが事業領域としてリーチできることから、決済市場全体の成長が当社グループの成長に繋が

る特徴がございます。

 

② 決済全域を一気通貫でカバーする決済プラットフォーム

前述のクレジットカード業界の構造で例示したとおり、日本における決済の仕組みは役割が細分化された複雑な業

界構造となっております。当社グループは、カード発行をはじめとしたイシュイング（注10）の領域から、加盟店

管理や決済代行といったアクワイアリング（注11）の領域まで、決済に関わるすべての機能を一気通貫で提供して

おります。決済全域をカバーするオープンプラットフォームにより、様々な事業者が介在する従来の決済システム

に比べて高い価格優位性を有するほか、これまでの分断されたシステム構造では実現し得なかった一元的なデータ

蓄積が可能となるため、導入先企業は、マーケティング活動に必要なデータを適切に活用いただくことができま

す。

 

③ フルクラウド・APIベースのオープンプラットフォーム

従来の決済システムは、決済手段ごとに縦割りで設計・開発されていたことにより、システムの維持管理や機能拡

張に係る費用は莫大な金額となっておりました。当社グループが提供するオープンプラットフォームは、フルクラ

ウドかつAPIベースで構築していることから、導入事業者が必要な機能を、低コストかつ短納期で実装することがで

きるほか、追加の機能実装やアップデートも容易に実施できる拡張性を有しております。これにより大手金融機関

であっても低コストかつスピーディーな商品拡張が可能となり、事業者が提供するサービス利用者の利便性を向上

することができます。加えて、これまでシステム開発等に要する費用の観点で、決済・金融事業への参入は資本力

を持つ金融機関や大手企業に限られておりましたが、当社グループが提供するオープンプラットフォームにより、

新興企業や中堅中小事業者の決済・金融事業への参入障壁を大きく低下することができるため、キャッシュレス決

済市場の活性化に繋がります。

 

④ コンサルティングとプロダクトとの両輪による顧客基盤の拡大

「キャッシュレス」「フィンテック」といった言葉が生まれる以前の2006年から、当社グループは決済・金融領域

に特化したコンサルティングサービスを提供し、金融機関や大手企業の課題解決に取り組んでまいりました。コン

サルティングサービスを通じて培った知見や深い専門性は、現在では当社グループのコアコンピタンスとしてプロ

ダクト開発にも強く活かされております。

決済・金融領域のコンサルティング・ファームとして長年積み上げた実績により、コンサルティングサービスを起

点として決済システムの導入や事業参入に関するご相談をいただくことが多々ありますが、そのなかで当社グルー

プのプロダクト導入に至るケースが多くあるほか、プロダクト導入後に、コンサルティング側に更なるご要望をい

ただき、そのフィードバックによりプロダクトの継続的な改善・進化に繋げる好循環を実現しております。このよ

うに、コンサルティングとプロダクトが連動することで、広告宣伝費を低い水準で維持しながらも、持続的に顧客

基盤を拡大し、着実に取引先の信頼向上と取引拡大を実現する成長モデルを確立しております。

 

以上の優位性を踏まえた当社グループの経営戦略は以下のとおりです。

 

① 全方位アプローチによる顧客基盤の拡大

現在、当社グループの決済プラットフォームは、新たに決済・金融領域に参入しようとする会計システムや経費精

算システムをはじめとしたSaaS企業を中心に導入が進んでおります。加えて、すでに膨大な顧客基盤を有する大手

企業や従来の金融システムを運用する金融機関においても、柔軟で拡張性が高い当社グループのプラットフォーム

導入が進んでおり、いずれも今後の成長ドライバーになると見込んでおります。

導入先であるSaaS企業を中心とした当社プラットフォームの決済処理金額（BtoB GTV）は、2023年３月期から2026

年３月期にかけての年平均成長率が100％以上と急速に増加しているほか、ペイメントプラットフォーム利用企業数

も2023年３月末から2026年３月末にかけて約３倍に増加するなど高成長を実現しております。当社グループでは、

今後も提供するサービス領域や機能の拡張に継続的に取り組むことにより、これまで取り込めていなかった事業者
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の需要も満たし導入先企業の拡大を進めるとともに、導入先であるSaaS企業自体の高い成長をドライバーに当社グ

ループの成長に繋げてまいります。

大手企業や金融機関においては、エンドユーザーによる便利な決済・金融サービスを受けたいというニーズが高ま

る一方、従来のシステムでは柔軟性の欠如や大規模開発の必要性から、ニーズへの対応が困難になっているという

課題が顕在化しており、当社プロダクトの導入に関する相談が増加しております。この要望に対し、大手企業特有

のニーズである導入時におけるプロジェクトマネジメント、品質管理、リソース配分などを担うインテグレーショ

ン機能を強化し、顧客における当社プロダクトの組み込みを支援するとともに、既存システムと当社プロダクトの

連携を実現する懸け橋となることで、大手企業や金融機関への導入を進めてまいります。

 

② サービス・機能の領域拡張によるプラットフォーム付加価値の向上

クレジットカードを発行する場合、カード発行ライセンスの取得や、カード発行・決済に関するミッションクリ

ティカルなシステムプロセシング、その他残高管理、明細照会等、必要となる業務が多岐にわたります。当社グ

ループの主力プロダクトの一つであるXardでは、SaaS企業や金融機関など、クレジットカードの発行ニーズがある

事業者に対して、国際ブランドカードの発行を実現するプラットフォームを提供しており、Xardが提供する様々な

API機能を導入先企業のサービスに組み込むことにより、クレジットカード発行に関連する業務やコストを大きく低

減させることが可能となります。

現状では、プロセシング基盤、金融機能、オペレーション領域におけるコアとなる機能を提供しておりますが、一

方で、イシュア固有の金融業務や、AIを活用した業務等、更なる高機能化及び領域拡張の余地があると考えており

ます。また、足もとではAIによる付加機能として、クレジットカード決済における不正利用の検知、与信の付与及

び審査などの機能追加、並びにクレジットカードに関連するオペレーションの自動化及び効率化などにAI技術の活

用を進めており、これらの早期実装に向けて取り組んでおります。

こうした新たな価値創造を通じてイシュイング領域の機能をワンストップで提供することにより、付加価値を通じ

た収益性の向上と新たな顧客層の獲得を実現するとともに、進化し続けるカード基盤による顧客満足とエンゲージ

メントの向上を目指してまいります。

 

③ SMBCグループとの共同事業推進

当社グループは2024年にSMBCグループとの資本業務提携を行い、BtoB決済・BtoC決済領域における共同事業を開

始、2025年４月には法人向けプラットフォーム「Trunk」を共同で発表し、中小企業を対象に、法人口座、カード、

請求書発行、ファクタリング、経理業務の効率化等を統合したサービスを開始しております。

当社グループは「Trunk」の中核的機能を担うとともに、Xard、Winvoiceといったプロダクトを「Trunk」上で提供

していく予定であり、今後は「Trunk」の拡大が当社グループの成長に大きく寄与するものと見込んでおります。

SMBCグループは「Trunk」の目標として、リリースから３年間で30万口座、預金３兆円の獲得を掲げており、当社グ

ループにおいてもその達成に向けて強固なアライアンス関係を構築し、SMBCグループとの事業共創を実現してまい

ります。

 

（注10）イシュイング

ユーザーに対するクレジットカードの発行のほか、カードの引き落とし情報及び利用状況の管理、利用明

細の発行、請求などを行う業務

（注11）アクワイアリング

キャッシュレス決済における取引処理のほか、加盟店の審査及び管理、支払取次ぎなどを行う業務
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（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

重要な対処すべき課題として以下の事項に取り組んでまいります。

 

① ストック収入の積み上げによる収益基盤の強化

当社グループは、長期的な企業価値の向上には安定した収益基盤の強化が不可欠であると認識しており、システム

開発及びプロダクト導入時の対価であるフロー収入を確保しつつ、当社グループのプロダクトが継続的に利用され

ることで将来にわたるストック収入が積み上がる収益構造を構築しております。

2026年３月期現在における連結売上高のうちフロー収入が５割程度を占めておりますが、ペイメントプラット

フォーム事業におけるプロダクトを中心とした決済処理金額の積み上げに注力することにより、従量型で得られる

ストック収入の拡大を図るとともに、各プロダクトにおける機能拡張やサービス領域の拡大による付加価値の向上

に取り組み、売上の高成長の実現と収益性の向上を目指してまいります。

 

② 優秀な人材の確保

当社グループでは、これまでにない新たなサービスを社会に提供するため、優秀な人材を採用し育成していくこと

が重要な課題であると認識しており、採用力の強化と従業員のモチベーション向上に向けた体制整備、仕組み作り

を続けております。今後も継続的に人材採用と育成に対する投資を継続し、強固な事業基盤を確立することを目指

してまいります。

 

③ 社会基盤に資する安定したサービスの提供

当社グループの提供するサービスは、社会インフラとしての重要性が増しており、システム障害発生などによる

サービスの停止、遅延が様々な利用者に影響を与える可能性があります。当社グループはその役割の重要性に鑑

み、システムの安定運用を重要課題と捉え、更なるサービス向上及び基盤強化を念頭にビジネスを遂行してまいり

ます。

 

④ 情報管理の更なる強化

クレジットカードの不正使用、オンラインアカウントの乗っ取りなどが年々増加しており、キャッシュレス決済に

関するセキュリティ問題への注目が集まっております。当社グループは、当該不正アクセスを防止することがサー

ビス提供の重要課題と位置づけ、エンドユーザーの利便性を維持しながら万全なセキュリティを確保すべく、様々

な手段及び対策の検討を行っております。情報漏洩をはじめとした情報セキュリティリスクを低減するため、リス

ク管理態勢の強化を目的に、必要とされる事業領域において、ISO/IEC 27001：2013（国内規格 JIS Q 27001：

2014）への適合認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムの適正な運用を行っております。更に、国

際クレジットカードブランド５社が共同で策定したPCIDSS（Payment Card Industry Data Security Standard）基

準にも、必要とされる事業領域において認証を取得しております。今後もセキュリティ強化に重点的に取り組んで

まいります。

 

⑤ コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループは、企業価値を高めるため、株式会社インフキュリオンを中核として経営戦略を立案し、グループ内

でのシナジー効果の追求、事業運営の効率化、子会社に対する管理・監督機能を適正かつ有効に発揮すべく、今後

もグループの業務や組織運営、事業ポートフォリオの最適化に取り組んでまいります。そして企業の社会的責任の

高まりに継続的にこたえ、意思決定の透明性・公正性確保と企業経営の効率性向上に注力していくために、コンプ

ライアンス体制の強化と内部統制システムの充実を図ってまいります。

 

⑥ 財務基盤の強化

当社グループは2025年３月期に単年度黒字化し、今後も継続的な利益成長を見込んでおりますが、事業成長を更に

加速させる上では、既存プロダクトの機能拡張や新規事業開発などの成長投資のほか、事業基盤を支える人材の採

用、事業拡大に伴う運転資金など、一定の資金需要が生じることが考えられます。当社グループでは、収益性の向

上を重視したキャピタルアロケーションを実施するとともに、最適な資本構成を踏まえた外部調達も検討し、財務

基盤の強化を進めてまいります。
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（５）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、売上高及び売上総利益の成長率に加え、EBITDAを経営上の重要な指標として位置付けておりま

す。当社グループの中長期的な企業価値を牽引する各プロダクトは、立ち上げのフェーズから、事業として軌道に乗

り成長フェーズへと移行しておりますが、今後のより高い成長の実現に向けては更なる機能拡張及び利便性の向上等

を企図した継続的なシステム開発が必要不可欠であると考えております。今後、このような成長投資に伴う減価償却

費の増加が見込まれることから、当社グループの収益性及び現金創出力をより適切に把握することを目的として、減

価償却費による影響を除いた指標であるEBITDAを経営判断に用いております。

 

また、当社グループでは、目標の達成状況を判断するための客観的な指標として「BtoB GTV」及び「ペイメントプ

ラットフォーム利用企業数」を設定しております。「BtoB GTV」は、Xard及びWinvoiceにおいて取り扱う決済処理金

額で構成されております。当社グループの中長期的な成長を牽引するペイメントプラットフォーム事業において、今

後の業績成長の中核となる従量型ストック収入の算出基礎であり、その成長性を的確に示すことから、重要な指標と

して位置付けております。「ペイメントプラットフォーム利用企業数」は、当社グループが提供する決済プラット

フォームを、導入先企業のサービスを通じて利用いただくユーザーの事業者数を示しており、BtoB GTVの拡大に不可

欠な要素として積み上げに取り組んでおります。

 

（単位：百万円）

 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期

売上高 4,902 5,836 7,174 9,505

前期比成長率 24.1％ 19.1％ 22.9％ 32.5％

売上総利益 2,235 2,727 3,189 4,559

前期比成長率 25.8％ 22.0％ 16.9％ 43.0％

EBITDA（注）１ △676 △481 188 560

前期比成長率 ‐ ‐ ‐ 197.4％

BtoB GTV 331億円 1,012億円 2,182億円 4,473億円

前期比成長率 335.9％ 205.3％ 115.5％ 105.0％

ペイメントプラットフォーム

利用企業数（注）２
25,988社 45,156社 70,036社 106,808社

（注）１．EBITDA＝営業利益（又は営業損失）＋減価償却費

２．ペイメントプラットフォーム利用企業数は、Xard及びWinvoiceの各導入先企業におけるサービス利用事業

者数の単純合算であり、重複してサービスを利用する事業者につきましては相殺しておりません。

 

・中期的な経営目標

当社グループでは、経営戦略等の遂行を通して目指す中期的な成長目線として、2025年３月期を起点とした下記の

数値目標を掲げております。

経営指標 目標数値

BtoB GTV 成長率 年平均成長率　　約50％

売上高 年平均成長率　　約25％

セグメント売上

ペイメントプラットフォーム事業 同　35％以上

マーチャントプラットフォーム事業 同　　約15％

コンサルティング事業 同　　 約5％

売上総利益
年平均成長率　30％以上

利益率　50％以上

EBITDA 利益率　15％以上
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）サステナビリティに関する考え方

当社グループは、「決済から、きのうの不可能を可能にする。」をミッションとして定めるとともに、「あしたの

世界に、いくつもの自由を。」をビジョンとして掲げております。フィンテックの力で社会の進化を加速させ、決済

を起点にお金にまつわる不自由をなくし、これまでできなかったビジネスを可能とすることが、持続可能な社会の発

展に繋がると考えており、当社グループの事業活動を通じてその実現を目指すとともに、継続的な企業価値の向上に

努めております。

 

（２）ガバナンス

当社グループは、中長期的な企業の価値向上を目指した経営を推進する基盤として、コーポレート・ガバナンス体

制の構築と更なる高度化に取り組んでおります。また、企業倫理・コンプライアンスの徹底、プライバシー、情報セ

キュリティ等においても継続的な改善、強化に取り組んでおります。当社グループは、サステナビリティ関連のリス

ク及び機会を監視し管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制につきましては、その他のコーポレー

ト・ガバナンスの体制と区分しておりません。

ガバナンス体制に関する詳細は、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）コー

ポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

 

（３）戦略

① 人材の育成に関する方針

当社グループは、「決済イネーブラー」として社会インフラをアップデートし続けるため、従業員が好奇心を起点

に自ら学び、仲間と共に成長する環境を整備することを人材育成における重要な方針としております。

具体的には、当社グループが重視する好奇心を価値創造へと繋げるため、論理的思考力及びマネジメント力に加

え、多様な知見を統合し価値転換する力の強化を推進しております。これらを通じて、多様なバックグラウンドを

持つ従業員の知見と、当社グループの根底となる価値観及び行動基準を融合させ、組織力の向上を図っておりま

す。また、対面・オンライン両面での対話を通じて、年齢や経験を超えた相互成長を促す環境を整備しておりま

す。

あわせて、専門書籍の購入支援や資格取得支援、専門性の高い勉強会の継続的な開催等により、従業員の主体的な

自己研鑽を支援しております。これらの取り組みにより、従業員一人ひとりにおける成長実感の向上と挑戦機会の

最大化を図るとともに、多様な知見が連鎖的に新たな価値創造や事業成長へ結びつく組織基盤を強化してまいりま

す。

 

② 社内環境整備に関する方針

当社グループでは、毎月開催するタウンホールミーティングや、半期に一回全従業員が参加する対面全社ミーティ

ングなどを通して、会社の状況や方針、主な取り組みや課題、事例や技術情報などの共有をしており、全従業員が

共通認識を持ち交流するための場として活用しております。また、組織の一体感の醸成及び部署を跨いだ連携強化

を目的として、部活動や社内イベントを積極的に支援しており、従業員間の対話が活発に行われるよう具体的な施

策を実施しております。

加えて、多様なバックグラウンドを有する人材を積極的に採用するとともに、リモートワーク勤務、フレックスタ

イム制度、遠隔地勤務制度などにより柔軟な働き方を可能とすることで、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮

できる環境の整備に努めるとともに、全従業員のウェルビーイングの実現に取り組んでおります。

 

（４）リスク管理

サステナビリティに関するリスク及び機会に関しては、代表取締役社長が委員長を務めるリスク・コンプライアン

ス委員会を四半期に１回以上の頻度で開催し、リスク及び機会の把握、対応策の検討、対応策の実行及びそのモニタ

リングを行うとともに、適宜適切に取締役会へ報告しております。また、リスク・コンプライアンス委員会の下部実

務組織として、リスクコンプライアンスオーナー会議を設置し、あらゆるリスク及び機会をボトムアップで迅速に報

告する仕組みを構築しております。

これらの枠組みに基づき、情報セキュリティ、人材の採用・育成及び多様性をはじめとした人的資本領域、及び法

的規制の環境変化を、当社グループのサステナビリティ経営における特に重要性が高いリスク及び機会として特定し

ております。個別のリスクの内容、事業に与える影響及び対応策については、「第２ 事業の状況　３ 事業等のリス

ク」をご参照ください。
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（５）指標及び目標

当社グループでは、人材の多様性の確保を含む人材育成及び社内環境整備に関して、重要な経営課題の一つとして

位置付け、人的資本に関する状況を把握するとともに、次の指標を用いて各種施策の効果測定に努めております。各

指標における目標及び実績は、次のとおりであります。

 

指標 目標 実績（当事業年度）

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合（％）

（注）２
2030年までに20％以上 16.0％

男性労働者の育児休業取得率（％）（注）３ 80％以上 75.0％

労働者の男女の賃金の額の差異（％）（注）２ 差異の縮小 73.5％

（注）１．指標と目標及び実績の範囲は、提出会社のみを対象としております。

２．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ

ります。

３．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（1991年

労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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３【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に投資家の判断に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下の通りで

あります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）事業に関するリスク

① ビジネス環境の変化について

＜影響度：大／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループが事業展開しているキャッシュレス決済及び金融DX関連市場では、技術革新や顧客ニーズといったビ

ジネス環境の変化のスピードが非常に早く、当社グループもその変化に柔軟に対応する必要があります。最新の技

術動向や顧客ニーズ等を常に把握できる体制を構築するだけではなく、優秀な人材の確保及び教育等によりビジネ

ス環境の変化に迅速に対応できるよう努めております。しかしながら、当社グループが技術革新や顧客ニーズの変

化等を適時に把握したうえで適切な対応ができない場合、又は、変化への対応のためにシステム投資や人件費等多

くの費用を要する場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

② 法的規制について

＜影響度：大／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループでは、finbeeを展開する㈱ネストエッグにおいて、電子決済等代行事業者としての登録を行っており

ます。また、Wallet Stationを手掛ける㈱インフキュリオン及びAnywhereを展開する㈱リンク・プロセシングにお

いて電気通信事業者としての届出を行っているほか、Wallet Station及びXardを展開する㈱インフキュリオンにお

いて、資金決済に関する法律に基づく第三者型前払式支払手段を発行する事業者としての登録を行っております。

本書提出日現在において認識している限りでは、当社グループは法令に定める欠格事由に該当する事実を有してお

らず、また、所属する団体の自主規制規則に抵触する事実も有しておりません。しかしながら、将来、法律の改

正、関連当局の指導、自主規制規則の改正などにより登録の取消等が発生した場合には、当社グループの事業及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③ 競争環境の変化について

＜影響度：中／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、日本においてまだ草創期にあるEmbedded Finance（組込型金融）事業を展開しております。本分

野は急速に拡大していく分野であるため、今後競合企業が参入する可能性があります。当社グループは、これまで

培った決済・金融領域の知見、ノウハウをもとに、これまでにないフィンテックサービスを逐次提供していくとと

もに、コンサルティング事業を通じた早期の顧客ニーズ把握による研究開発及び先行サービスの導入を梃に、アラ

イアンス先及び資本提携先との顧客獲得のための戦略的な施策を展開することで、継続的な事業成長に努めてまい

ります。しかしながら、競合企業の競争力向上や競合企業の参入を含む競争環境の変化に伴い、当社グループや当

社グループのサービス等に対する評価や信頼性を維持することができず、又はその優位性が失われる場合には、当

社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 大型案件による売上高等の変動について

＜影響度：中／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループでは、金融機関や大企業をはじめとした幅広い顧客から受注しており、特定の取引先に依存しない

収益構造となっておりますが、一部のプロジェクトについては大型案件となり、年度によって特定の取引先からの

受注金額が多くなる場合がございます。そのため、当社グループではプロジェクトごとの進捗を管理し、計画どお

りに収益計上ができるように努めております。しかしながら、プロジェクトの進捗如何では、業績が特定の四半期

に偏る可能性がございます。また、納期の変更により顧客の検収タイミングが事業年度を前後することで売上高が

変動し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤ ペイメントプラットフォーム事業の営業損失について

＜影響度：中／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、2025年３月期に連結業績における各段階損益において黒字化し成長フェーズに移行しておりま

す。なかでも、ペイメントプラットフォーム事業の各プロダクトが順調に立ち上がっており、当社グループの成長

を牽引する事業として積極的な投資を継続しております。当該事業は、現在セグメント単位で営業損失を計上して

おりますが、決済処理金額等に応じて受領する従量型のストック収入が業績成長を牽引しており、今後、顧客の積

み上げによる売上高の拡大及び収益性の向上に伴う黒字化を見込んでおります。当社グループでは、事業及びプロ

ダクト単位での成長性及び収益性をもとにした事業ポートフォリオ管理を実施するとともに、資本効率を意識した

キャッシュアロケーションを行い、成長可能性が高い事業への資源分配に取り組むことで業績リスクの低減と高成

長の実現に取り組んでおります。しかしながら、顧客獲得活動に遅れが生じた場合、又は事業拡大に必要な人材の
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獲得が想定通り進まず、当該事業の赤字が継続又は拡大する場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

⑥ 決済端末の製造・調達・販売について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

マーチャントプラットフォーム事業において事業者に対し提供する決済端末について、当社グループは、中国を中

心にグローバルでPOS端末等のOEM提供を行う海外メーカー等から、品質・セキュリティ面で精査・管理を行ったう

えで端末を仕入れております。仕入元である当該海外メーカーはいずれも世界的な大規模端末メーカーであること

から生産能力に問題はないほか、顧客へ安定供給できる程度の在庫を常時保有できるよう、良好な関係を構築して

おります。しかしながら、メーカーにおいて決済端末の生産体制に支障を生じるような事態が発生した場合のほ

か、メーカーの事業撤退など予期せぬ事象の発生によって決済端末の調達が困難になった場合、当社グループの事

業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦ 他社との業務・資本提携等について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、業務提携、資本提携等を通じた事業の拡大及び成長加速に取り組んでいく方針であり、当社グ

ループの持つ技術やノウハウと提携先の持つ顧客網などを融合することにより、事業シナジーを発揮することを目

指しております。M&Aを行う場合には、対象企業の財務内容、契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行

い、リスクを回避するように努めておりますが、時間的な制約等から十分なデューデリジェンスが実施できない可

能性のほか、買収後に偶発債務の発生等の可能性があります。また、新サービスを目的とした提携においてはその

性質上、当該新サービスによる当社グループの事業及び経営成績への影響を確実に予測することは困難であり、当

初見込んだ効果が発揮されない場合やこれらの提携等が何らかの理由で解消された場合、当社グループの事業及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧ 事業投資について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、事業シナジーのあるスタートアップ企業及び事業への投資、子会社設立などを行っております。

投資先選定にあたっては当該企業の財務内容など、詳細なデューデリジェンスを行い、また投資先については経営

陣が定期的にモニタリングを行うことにより可能な限りリスクを早期に把握し回避するよう努めておりますが、今

後の投資先の業績が計画通りに進捗せず経営状態が悪化した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

（２）システム及びセキュリティに関するリスク

① サイバー攻撃への対応について

＜影響度：大／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループが提供する事業の大多数はインターネットを介して提供されており、その性質上、不正アクセス、マ

ルウェア感染、DDoS（分散型サービス拒否）攻撃、サプライチェーン攻撃等、多様なサイバー攻撃に常時晒されて

います。特に、キャッシュレス決済を巡る不正利用やなりすまし等のサイバー犯罪は巧妙化を続けており、当社グ

ループにおいても極めて厳格なセキュリティ対策の継続が不可欠であると認識しております。

こうした状況を踏まえ、当社グループでは、FISC（金融情報システムセンター）の安全対策基準及びキャッシュレ

ス推進協議会が定めるガイドライン等を参照しつつ、外部接続先とも連携してセキュリティ対応態勢の強化に取り

組んでおります。具体的な施策として、外部専門企業による定期的な脆弱性診断、安全性の高いデータ暗号化技術

の利用、社内端末における不正動作の検知・対応など、最新の脅威動向に応じた対策を講じております。また、リ

モートワークを含む多様な働き方に対応した堅牢な保守運用体制を確立し、継続的なセキュリティ監視体制を整備

しております。加えて、外部サービスやソフトウエアを経由したサプライチェーンにおけるリスクに対処するた

め、委託先におけるセキュリティ対策状況の適切な把握と、サプライチェーン全体の安全性の確保に努めておりま

す。

さらに、当社グループは、サイバー攻撃についてはその発生を完全に防ぐことは困難であるという認識のもと、

「インシデント発生前提（Assume Breach）」の考え方に基づく対応態勢の継続的な強化を推進しています。具体的

には、攻撃の侵入を未然に防ぐ予防的コントロール、侵害を早期に検知する発見的コントロール及び被害発生後の

迅速な封じ込めと復旧を目的とする是正的コントロールをバランス良く組み合わせた多層的な防御態勢の構築を目

指しております。

しかしながら、攻撃手法の高度化・巧妙化は継続しており、上記の対策を講じた場合においても、重大なインシデ

ントが発生する可能性を完全に排除することはできません。サイバー攻撃によるインシデントが発生した場合に

は、サービスの停止・品質低下による顧客・加盟店への影響、個人情報保護法に基づく報告義務の発生、行政処
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分、損害賠償請求及び当社グループのブランドへの信頼毀損等が生じ、当社グループの事業継続及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

② システムトラブルについて

＜影響度：大／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループの事業の多くは、クラウドサービス基盤を活用して構築されており、サービスの安定的な提供はこれ

らクラウド環境の健全な稼働に依存しております。当社グループでは安定的なサービス運営に向け、クラウドサー

ビスの特性を踏まえたシステム監視・運用等のサービス活用による人的不備の徹底的な排除に努めるほか、顧客別

にトランザクションの急増をヒアリング・把握し事前の対策や、アーキテクチャ及び運用の強化によりクラウド

サービスを有効活用しながら依存し過ぎない対策に努めております。

しかしながら、急激なアクセス増加に伴うシステム負荷の増大、地震等の自然災害、事故、又はクラウドプロバイ

ダー側の予期せぬトラブル等により、大規模なシステム障害やサービス中断が発生する可能性があります。このよ

うな事態が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③ 情報管理体制について

＜影響度：中／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは事業運営上、多くの個人情報や機密情報を保有しております。そのため、個人情報や機密情報の保

護に係る社内規程の厳格な運用、それらの取り扱いに関する定期的な社内教育の実施、委託先管理の強化徹底な

ど、情報管理体制の整備を行っております。

また、業務効率化やシステム開発等における生成AI等の先端技術の活用にあたっては、情報流出・権利侵害リスク

を精査したうえでツール選定や利用ルールの策定を行い、社内周知を行う等、継続してガバナンス態勢構築を進め

ております。

しかしながら、役職員の人的ミスや内部不正、外部からの攻撃又は委託先におけるセキュリティインシデント等に

より重要な情報資産が外部に漏洩するような場合や、生成AIの利用に起因する情報流出や他者の知的財産権の侵害

等が生じた場合には、当社グループの社会的信用の失墜、個人情報保護法に基づく監督官庁への報告義務の発生、

行政処分、損害賠償責任の発生等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ システム開発について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループにおける事業のなかには、顧客のサービス利用に先立って、システム開発を実施するものがありま

す。システム開発にあたっては、品質管理基準にもとづく品質管理体制を構築し、開発プロセスの標準化等を実施

しております。また、情報管理体制の整備に取り組みながらシステム開発の全プロセスに積極的に開発支援AIエー

ジェントを導入し、品質・生産性の向上に努めております。

しかしながら、システム開発が高度化するなか、為替相場の急激な変動や人件費（労務費）の上昇を背景とした資

材調達価格の高騰及びシステムの品質不具合に伴う追加対応費用の発生や開発の遅延に伴う顧客からの損害賠償請

求等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（３）経営管理体制に関するリスク

① 人材の採用・育成について

＜影響度：中／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループが、今後更なる事業拡大を実現するためには、優秀な人材の確保が必要不可欠となります。人材の獲

得及び社内人材の育成に加え、人材の外部流出を防止することが重要な課題であり、採用による人材の獲得を積極

的に行うとともに、各種勉強会の開催や福利厚生の充実等の施策を行っております。しかしながら、当社グループ

が必要な人材を十分に確保できなかった場合、又は社内の重要な人材が外部に流出してしまった場合には、人材の

充実及び育成が計画どおりに進まず、事業規模に応じた適正な人材配置が困難になることから、事業拡大の制約要

因となり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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② 内部管理体制について

＜影響度：中／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、今後の事業運営及び事業拡大に対応するためには、内部管理体制について継続的に強化を図る必

要があると認識しております。今後も、事業規模の拡大にあわせ、内部管理体制も強化させていく方針であります

が、事業規模に適した内部管理体制の構築に遅れが生じた場合、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

③ コンプライアンス体制について

＜影響度：中／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループでは、今後企業価値を高めていくためにはコンプライアンス体制が有効に機能することが重要である

と考えております。そのため、コンプライアンスに関する社内規程を策定し、全役員及び全従業員を対象として社

内研修を実施し、周知徹底を図るなどコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。しかしながら、これら

の取り組みにもかかわらず、今後の当社グループの事業運営に関して法令等に抵触する事態が発生した場合、当社

グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 知的財産権の管理について

＜影響度：中／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、知的財産を企業の重要な経営資源と位置付けております。このため、第三者の知的財産権に対す

る侵害予防及び保有している知的財産権の保護に努めております。しかし、第三者よりその知的財産権を当社が侵

害したとして訴訟を受け、商品・サービスの提供中止あるいは損害賠償等が必要になる場合、又は、当社グループ

の知的財産権への第三者による侵害について、当社グループからの主張が認められず、競争優位性が確保できなく

なる場合が考えられ、結果として当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤ 特定人物への依存について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社の代表取締役社長CEOである丸山弘毅は、当社設立以来当社グループの事業に深く関与しており、また、決

済・金融領域における豊富な知識と経験を有しており、経営戦略の構築やその実行に際して重要な役割を担ってお

ります。当社グループは、特定の人物に依存しない体制を構築すべく組織体制の強化を図り、同氏に過度に依存し

ない経営体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により同氏の当社グループにおける業務執行が困難になっ

た場合、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥子会社管理について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社は連結子会社３社を有しております。連結子会社の管理体制については関係会社管理規程を整備するととも

に、当社から取締役を派遣し経営指導するなど、実際の企業運営において深く連携しております。また、月次での

業績管理、外部環境の変化及び財政状況のモニタリングなど、適切な管理及び支援を実施しております。しかしな

がら、各社の損益状況は、当社グループの連結財務諸表に結合されるため、当社グループの業績及び財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。また、連結子会社の業績の悪化、不祥事などの発生、外部環境の急速な悪化など

が、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

 

（４）その他のリスク

① 大規模な自然災害及び新型感染症の拡大について

＜影響度：大／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループにおいては、自然災害等が発生した場合に備え、事業継続計画の策定等有事の際の対応策検討と準備

を推進しております。しかしながら、地震、台風、津波、豪雨、洪水等の自然災害、火災、停電等が発生した場

合、当社グループの事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。また、新たな感染症等の拡大により都市封

鎖、外出制限等が実施された場合、当社グループの事業活動が計画どおりに進捗しない可能性や経済へ与える影響

により当社サービスの需要減少をもたらし、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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② ソフトウエア資産の減損について

＜影響度：中／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは今後の業容拡大を図るため、継続的にソフトウエアの設計・開発に向けた投資を行っております。

各事業の実績が事業計画を大きく下回り、期末時点での業績見通しから、当該ソフトウエアの資産価値が著しく低

下したと判断した場合には、減損損失を計上しております。このような状況になった場合、当社グループの業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

③ 訴訟について

＜影響度：中／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当連結会計年度において当社グループの業績に重要な影響を及ぼす係争・訴訟は提起されておりません。しかしな

がら、業績に影響を及ぼす訴訟や社会的影響の大きな訴訟等が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場

合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 親会社等との関係について

＜影響度：小／顕在可能性：小／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、SMBCグループと、法人向け決済を起点とした企業のDXを総合的に支援するソリューション・プ

ラットフォームの構築・提供を目的として、資本業務提携契約を締結しております。

当社グループは、本提携によりSMBCグループと共同で新たなプロダクトの開発を行い、共同事業から得られる収益

については貢献度に応じた分配を受けることで合意しております。また、当該共同事業に必要なコンサルティング

及びシステム開発については、原則として当社グループが受託することとなっており、特にコンサルティング業務

については固定のリテイナー・フィーを受領することに合意しております。加えて、当社の既存プロダクトを共同

事業に組み込む予定であり、これに係る従量課金収入は別途発生する見込みであります。

当社は、㈱三井住友フィナンシャルグループ（以下、「SMFG」といいます。また、SMBCグループとあわせて「SMFG

グループ」といいます。）が発行済株式総数の28.9％（2026年３月末現在）を間接的に保有する持分法適用会社で

あり、SMFGは当社の「その他の関係会社」に該当いたします。SMFGグループは当社の筆頭株主でありますが、当社

グループの経営の自主性及び独立性を維持することについて資本業務提携契約にて合意しており、当社グループの

経営方針、政策決定及び事業展開に関する意思決定は、独立役員及び専任役員を中心とした経営陣により独自に

行っております。

なお、SMFGグループとの取引は関連当事者取引に該当し、2026年３月期において1,736百万円の取引がございます

（詳細は「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（関連当事者情報）」をご参照く

ださい）。これらの取引におきましては、一般株主との間に利益相反が生じる可能性があることを認識しており、

当社は実効的なガバナンス体制を構築することにより、一般株主の利益に十分配慮した対応を行っております。

また、人的関係として、当社役員のうち徳田勝之は三井住友カード㈱の代表取締役 副社長執行役員を兼務してお

りますが、これは当社事業に対する助言を得ることを目的としております。更に当社の事業遂行において、SMFGグ

ループの事前承認又は事前報告を必要とする事項はなく、当社グループの独立性及び自立性は確保されていると認

識しており、今後についても同様の関係性を維持する方針であります。

現在、SMFGグループとの関係は良好ですが、仮に関係が悪化するような事態が発生した場合、当社グループに対す

るSMFGグループ関連の取引の減少等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤ 新株予約権行使による株式価値の希薄化について

＜影響度：小／顕在可能性：大／発生時期：中期＞

当社グループでは、役員、従業員等に対するインセンティブ等を目的としたストック・オプション制度を採用して

おります。現在付与している新株予約権について行使が行われた場合には、既存株主が保有する株式の価値が希薄

化する可能性があります。なお、本書提出日の前月末現在（2026年５月末）における新株予約権による潜在株式数

は2,196,800株であり、発行済株式総数20,819,600株の10.6％に相当しております。

 

⑥ 配当政策について

＜影響度：小／顕在可能性：中／発生時期：特定時期なし＞

当社グループは、企業価値を最大限にし、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりま

すが、現時点においては、財務体質の強化と事業拡大のため内部留保の充実を図り、収益基盤の整備や収益力強化

を当面の優先事項とすることが株主に対する最大の利益還元に繋がると認識しております。

将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に対して利益還元を実施していく方針ではあります

が、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１）経営成績等の状況の概要

当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」とい

う。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態の状況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は8,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,962百万円増加いたしま

した。これは主に「Winvoice」のユーザーによるクレジットカード決済額が増加したことに伴い、未収入金が

1,198百万円増加したこと及び新規上場に伴う公募増資による資金調達や「Winvoice」の取引増加に伴い借入の

実行を行い現金及び預金が3,724百万円増加したこと等によるものであります。当連結会計年度末における固定

資産は1,794百万円となり、前連結会計年度末に比べ563百万円増加いたしました。これは主に繰延税金資産が

364百万円増加したこと等によるものであります。この結果、当連結会計年度末における総資産は10,759百万円

となり、前連結会計年度末に比べ5,525百万円増加いたしました。

（負債）

当連結会計年度末における流動負債は4,343百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,682百万円増加いたしま

した。これは主に「Winvoice」の取引増加に伴い借入の実行を行い、短期借入金が1,957百万円増加したこと等

によるものであります。当連結会計年度末における固定負債は838百万円となり、前連結会計年度末に比べ320百

万円減少いたしました。これは長期借入金の返済期限が当連結会計年度末時点で１年以内となり、流動負債への

振替を行い、320百万円減少したことによるものであります。この結果、当連結会計年度末における負債合計は

5,182百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,362百万円増加いたしました。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は5,577百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,163百万円増加いたし

ました。これは主に新規上場に伴う公募増資等により資本金及び資本剰余金それぞれが1,361百万円増加したこ

と等によるものです。

 

② 経営成績の状況

当連結会計年度（2025年４月１日～2026年３月31日）における我が国経済は、雇用・所得環境の改善を背景と

した個人消費のほか、堅調な設備投資が下支えとなり、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、

米国の政策変更による貿易摩擦の懸念のほか、為替相場の変動や地政学的リスク、中東情勢の緊迫によるエネル

ギー・原材料価格の高騰リスクなど、先行き不透明な状況が継続しております。

 

当社グループの事業が立脚する決済・金融領域におきましては、Eコマース（EC）、モバイルバンキング、二次

元コード・バーコードを用いた消費者向けデジタル決済・金融サービスの拡大に加え、法人領域におけるDXの進

展により、事業者間の決済取引においても電子商取引の拡大及びキャッシュレス化が急速に進んでおります。銀

行口座以外での給与受け取りを可能とした「デジタル給与払い」の解禁、バックオフィス業務の電子化を促す

「改正電子帳簿保存法」の施行及び「インボイス制度」の導入など、政府による政策面での後押しも、法人、個

人双方の領域におけるキャッシュレス決済の拡大に寄与しております。

 

このような状況の下、当社グループは「決済から、きのうの不可能を可能にする。」をミッションとして掲

げ、消費者向け（BtoC）から事業者間（BtoB）まで、あらゆる産業の事業者や金融機関に決済・金融機能を実装

することにより、経済活動の変革を支える「決済イネーブラー」として事業を展開しております。

 

当連結会計年度においては、当社グループの成長ドライバーであるペイメントプラットフォーム事業において

導入先企業の拡大による事業者間の決済処理金額（BtoB Gross Transaction Value、以下「BtoB GTV」とい

う。）の積み上げに注力したほか、マーチャントプラットフォーム事業、コンサルティング事業における事業活

動に取り組みました。また、2025年４月には、㈱三井住友フィナンシャルグループ、㈱三井住友銀行、三井住友

カード㈱（以下、「SMBCグループ」という。）が提供開始した法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」の

開発に参画することを発表するなど、2024年９月に締結した資本業務提携契約に基づくSMBCグループとの法人向

け決済領域における協業が具体的に進捗いたしました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は9,505百万円（前期比32.5％増）、営業利益は440百万円（前期比

207.4％増）、経常利益は336百万円（前期比212.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は444百万円（前期

比495.0％増）となりました。
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主なセグメントの概況は以下のとおりであります。

＜ペイメントプラットフォーム事業＞

当連結会計年度は、Xard及びWinvoiceにおけるBtoB GTVが積み上がったことにより従量型で得られるストック

収入が伸長し、セグメントの売上高を牽引いたしました。また、Wallet Stationにおける開発売上が前期を下

回った一方で、SMBCグループと共同で進める法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」の開発に係る収益が

寄与し、フロー収入が前期に比して増加いたしました。

これらの結果、ペイメントプラットフォーム事業の当連結会計年度の売上高は5,289百万円（前期比44.5％

増）、セグメント損失は181百万円（前期は223百万円の損失）となりました。

 

＜マーチャントプラットフォーム事業＞

当連結会計年度は、Anywhereにおいてモビリティ業界への決済端末の導入が進んだことにより、フロー収入が

大きく増加したほか、稼働端末ID数が着実に積み上がったことにより、将来のストック収入の源泉となる事業基

盤が拡大いたしました。

これらの結果、マーチャントプラットフォーム事業の当連結会計年度の売上高は2,736百万円（前期比36.4％

増）、セグメント利益は501百万円（前期比529.1％増）となりました。

 

＜コンサルティング事業＞

当連結会計年度は、当社グループの成長領域であるペイメントプラットフォーム事業におけるプロダクト拡大

及び大型案件のプロジェクト推進を目的として、コンサルタント人材の再配置を行ったことにより、売上高は横

ばいとなった一方、外部への費用流出が少ない案件を中心に受注したことにより収益性が改善いたしました。

これらの結果、コンサルティング事業の当連結会計年度の売上高は1,478百万円（前期比1.9％減）、セグメン

ト利益は588百万円（前期比48.8％増）となりました。

 

③ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,724

百万円増加し、5,340百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は次の通りであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動により減少した資金は、412百万円（前期は336百万円の支出）となりまし

た。これは主に、増加要因として税金等調整前当期純利益313百万円（前期は税金等調整前当期純利益104百万

円）及び未払費用の増加額201百万円（前期は未払費用の減少額4百万円）があった一方で、減少要因として未収

入金の増加額1,198百万円（前期は未収入金の増加額639百万円）等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動により減少した資金は、321百万円（前期は283百万円の支出）となりまし

た。これは主に、ソフトウエアの取得による支出271百万円（前期は269百万円の支出）等によるものでありま

す。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動により増加した資金は、4,459百万円（前期は829百万円の収入）となりまし

た。これは主に、増加要因として株式の発行による収入2,627百万円（前期は1,630百万円の収入）及び短期借入

れによる収入57,062百万円（前期は600百万円の収入）があった一方で、減少要因として短期借入金の返済によ

る支出55,104百万円（前期は1,400百万円の支出）等によるものであります。
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④ 生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略

しております。

 

ｂ．受注実績

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性質上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略

しております。

 

ｃ．販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

ペイメントプラットフォーム事業 5,289,140 144.5

マーチャントプラットフォーム事業 2,736,229 136.4

コンサルティング事業 1,478,299 98.1

報告セグメント計 9,503,668 132.5

その他 2,063 193.5

合計 9,505,732 132.5

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

相手先

前連結会計年度
（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱北國銀行 1,786,748 24.9 1,358,274 14.3

ＢＩＰＲＯＧＹ㈱ 737,267 10.3 － －

三井住友カード㈱ － － 1,474,059 15.5

ＧＯ㈱ － － 1,023,827 10.8

３．各連結会計年度において割合が10％未満の取引先については記載を省略しております。
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(２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

（財政状態）

財政状態の分析内容は、「（１）経営成績等の状況の概要　①財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 

（経営成績）

経営成績の分析内容は、「（１）経営成績等の状況の概要　②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

キャッシュ・フローの状況の分析内容は、「（１）経営成績等の状況の概要　③キャッシュ・フローの状況」

に記載のとおりであります。

なお、当社グループにおける主な資金需要は、事業活動における運転資金及びプロダクト開発に伴う設備投資

資金であります。運転資金は、人件費を中心とする販売費及び一般管理費等の営業費用のほか、請求書支払いプ

ラットフォーム「Winvoice」にかかるサプライヤー企業への一時的な立替資金であり、営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び金融機関からの短期借入により調達された資金を財源としております。また、設備投資資金

は、内部留保に加え、エクイティファイナンス及び金融機関からの長期借入金等による外部調達を含めた資金を

財源としており、当該タイミングにおける資本コスト及び財務の健全性等を総合的に勘案し、調達することとし

ております。

 

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたって、重要な会計方針につきましては、「第５ 経理の状況 １連結

財務諸表等（１）連結財務諸表注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりま

す。そのなかで、当社グループは、過去の実績等をふまえ合理的と判断される仮定に基づいて会計上の見積りを

行っておりますが、見積りの不確実性により、実際の結果がこれらの見積りと相違する可能性があります。

なお、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なもの

については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表注記事項（重要な会計上の見積

り）」に記載のとおりであります。

 

④ 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

当社グループの経営成績に影響を与える要因は、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」に記載のとおり

でありますが、キャッシュレス決済及び金融DX関連市場の特性上、特に技術革新や顧客ニーズの変化への対応に

つきましては、当社グループの経営成績に重要な影響を及ぼすリスクであると認識しております。なお、当該リ

スクへの対応として、優秀な人材の確保及び教育等により、技術革新や顧客ニーズの変化に迅速に対応可能な体

制の構築を進める方針であります。

 

⑤ 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の分析・検討内容

「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、当社は経営上の目標の達成状況を判断する

ための客観的な指標として、セグメントごとに計画達成のキーとなる数値目標（KPI）を設定し、計画と実績の差異につい

て検討と対策を実施しております。これは、現時点において予定通りの進捗となっており、今後の業績に寄与するも

のと期待できることから、堅調に推移しているものと認識しております。なお、経営上の目標の達成状況を判断

するための客観的な指標の推移については、「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　（５）経営上の

目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおりであります。
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５【重要な契約等】

当社は、2024年８月22日開催の取締役会決議に基づき、㈱三井住友銀行及び三井住友カード㈱と、決済を起点とし

て企業のDXを総合的に支援するソリューション・プラットフォームの構築及び提供を目的として、資本業務提携を締

結しております。

契約の内容は以下のとおりであります。

 

契約の名称 資本業務提携契約

契約年月日 2024年８月23日

契約の当事者①

名称 株式会社三井住友銀行

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

代表者の役職・氏名 代表取締役頭取CEO　福留　朗裕

事業内容 銀行業

契約の当事者②

名称 三井住友カード株式会社

所在地 東京都江東区豊洲二丁目２番31号 SMBC豊洲ビル

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　大西　幸彦

事業内容 コンシューマーファイナンス業（クレジットカード業務）

契約の概要
資本参画を前提として、BtoB事業者向け決済・金融事業領域とBtoC事業者

向け決済・金融事業領域において共同事業を行うもの
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６【研究開発活動】

　当社グループは、「決済から、きのうの不可能を可能にする。」というミッションのもと、あらゆる産業・企業の

フィンテック・パートナーとして、社会全体のキャッシュレス化及びDXを推進するため、顧客体験や業務効率を向上

させる金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーを用いたプロダクト及びプラットフォームの開発に

取り組んでおります。

　現在、当社グループの開発人材は総従業員の約４割を占めており、特に当社グループの今後の事業成長を牽引する

決済プラットフォーム領域における研究開発を推進しております。

 

　当連結会計年度における研究開発費の総額は387百万円であり、主要な研究開発活動は以下の通りであります。

 

（１）ペイメントプラットフォーム事業

　複数企業の共同利用を前提とした「マルチテナント」型のWallet Stationにおいて、機能を向上・拡充するた

めの様々なアプリケーションの開発を進めております。その他、Winvoice（請求書支払いプラットフォーム）の

機能拡充の開発を進めております。

　また、Xardにおいて追加機能の開発を進めております。

　当事業にかかる研究開発費は382百万円であります。

 

（２）マーチャントプラットフォーム事業

　次世代の決済端末の導入及び新機能の提供に向けた開発を進めております。

　当事業にかかる研究開発費は4百万円であります。

 

（３）コンサルティング事業

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループは、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、合わせて省力化、合理化及

び製品の信頼性向上のための投資を行っております。当連結会計年度の設備投資（有形・無形固定資産受入ベースの

数値）の内訳は次のとおりであります。

セグメントの名称 当連結会計年度

ペイメントプラットフォーム事業 265,127千円

マーチャントプラットフォーム事業 44,765

コンサルティング事業 －

計 309,893

調整額 －

合計 309,893

　設備投資の主なものは、ペイメントプラットフォーム事業においては、ソフトウエア（Xard事業における開発）、

マーチャントプラットフォーム事業においては、ソフトウエア（Anywhere事業における開発）であります。

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。
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２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2026年３月31日現在
 

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（人）

建物及び構築物
工具、器具
及び備品

ソフトウエア
ソフトウエア
仮勘定

合計

株式会社イン

フキュリオン

本社

(東京都千代

田区)

ペイメント

プラット

フォーム事

業

マーチャン

トプラット

フォーム事

業他

業務設備

開発設備
－ － 423,298 345,176 768,474 266

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．本社等の建物を賃借しており、年間賃借料は82,590千円であります。

３．帳簿価額は、連結調整前の数値であります。

 

(2）国内子会社

2026年３月31日現在
 

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（人）

建物及び構築物
工具、器具
及び備品

ソフトウエア
ソフトウエア
仮勘定

合計

株式会社イン

フキュリオン

コンサルティ

ング

本社

(東京都千代

田区)

コンサル

ティング事

業

業務設備 － 86 － － 86 42

株式会社リン

ク・プロセシ

ング

本社

(東京都千代

田区)

マーチャン

トプラット

フォーム事

業

業務設備

開発設備
－ 684 112,881 14,362 127,928 74

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

　　 ２．株式会社インフキュリオン コンサルティング及び株式会社リンク・プロセシングの本社事業所は、（１）の提

出会社の賃借事務所の一部を賃借しているものであります。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は原

則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社を中心に調整

を図っております。なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

（１）重要な設備の新設等

会社名
事業所名

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了
予定年月

完成後の
増加能力

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手
完了
（注）１

株式会社イン

フキュリオン

ペイメントプ

ラットフォー

ム事業

ソフトウエ

ア（注）２
320,000 319,860 自己資金

2024年

10月

2027年

３月期
（注）４

株式会社イン

フキュリオン

ペイメントプ

ラットフォー

ム事業

ソフトウエ

ア（注）２
220,000 25,314 自己資金

2026年

１月

2027年

３月期
（注）４

株式会社イン

フキュリオン

ペイメントプ

ラットフォー

ム事業

ソフトウエ

ア（注）２
193,000 － 自己資金

2027年

４月

2028年

３月期
（注）４

株式会社リン

ク・プロセシ

ング

マーチャント

プラットフォ

ーム事業

ソフトウエ

ア（注）３
230,000 14,362 自己資金

2025年

11月

2028年

３月期
（注）４

（注）１．今後の設備投資計画の変更により、完成予定年月が変更される可能性があります。

２．Xard事業におけるイシュイング機能等の機能拡充を目的とし、継続的なソフトウエア開発への投資を実施して

おります。投資金額については、当社にて承認された中期経営計画に基づき記載しております。

３．Anywhere事業のサービス向上を目指し、システム改修の一環としてソフトウエア開発、端末アプリ開発及び業

務システム開発に投資しております。投資金額については、当社にて承認された中期経営計画に基づき記載し

ております。

４．完成後の増加能力につきましては、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。

 

（２）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 74,000,000

計 74,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年６月25日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 20,727,600 20,819,600
東京証券取引所

グロース市場

単元株式数

100株

計 20,727,600 20,819,600 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

２．2025年10月24日に東京証券取引所グロース市場に上場しております。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法

によるものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2016年８月31日 2018年10月24日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　４

当社従業員　38

当社監査役　３

当社従業員　35

新株予約権の数（個）※ 94 [71] 32

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※

普通株式　376,000 [284,000]

（注）１、６、７

普通株式　128,000

（注）１、６、７

新株予約権の行使時の払込金額

（円）※
160（注）２、６、７ 661（注）２、６、７

新株予約権の行使期間 ※
自　2018年９月１日

至　2026年８月31日

自　2020年10月25日

至　2028年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）※

発行価格　 160

資本組入額　80

（注）４、６、７

発行価格　　　661

資本組入額　330.5

（注）４、６、７

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権を他に譲渡することは禁止する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項 ※
（注）５

 

 
 

 第４回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 2020年２月17日 2022年３月８日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　３

当社従業員　14

当社取締役　３

当社従業員　35

新株予約権の数（個）※ 1,215 201

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※

普通株式　486,000

（注）１、７

普通株式　80,400

（注）１、７

新株予約権の行使時の払込金額

（円）※
　661（注）２、７ 1,230（注）２、７

新株予約権の行使期間 ※
自　2022年２月18日

至　2030年２月17日

自　2024年３月９日

至　2032年３月８日

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）※

発行価格　　　661

資本組入額　330.5（注）４、７

発行価格　　1,230

資本組入額　　615（注）４、７

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権を他に譲渡することは禁止する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項 ※
（注）５
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第１０回新株予約権

（2024年８月30日割当分）

第１０回新株予約権

（2025年６月27日割当分）

決議年月日 2024年８月14日 2026年６月13日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　１

当社監査役　１

当社従業員　254

当社従業員　95

新株予約権の数（個）※ 2,094 832

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※

普通株式　837,600

（注）１、７

普通株式　332,800

（注）１、７

新株予約権の行使時の払込金額

（円）※
800（注）２、７ 800（注）２、７

新株予約権の行使期間 ※
自　2026年８月15日

至　2034年８月14日（注）８

自　2027年６月14日

至　2035年６月13日（注）９

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）※

発行価格　　800

資本組入額　400（注）４、７

発行価格　　800

資本組入額　400（注）４、７

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を

要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項 ※
（注）５

※当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在

（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、第２回及び第３回新株予約権は4,000株、第４回、第６回及び第

10回新株予約権は400株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を行う場合、株

式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案

のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未

満の端数は切り上げる。

１

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　──────────

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分を行った場合（本新株予約権の行使に

基づく株式の発行・処分を除く）又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数　＋　─────────────────

新規発行前の１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額 × ───────────────────────────

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行会社の発行済株式数から発行会社が保有する自己株式数を控

除した数とする。「時価」とは発行会社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、発行会社株式に市

場価格がある場合には直前の金融商品取引所における最終取引価格とする。

自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の１株当た

りの時価」を「自己株式の処分前の１株当たりの時価」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分
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金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」

に読み替え、「１株当たり払込金額」は零とするものとする。

更に、発行会社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、発行会社が会社分割を行う場合、又は発

行会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、発行会社は

必要と認める払込金額の調整を行う。

会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は株

主総会の決議をもって適当と認められる行使価額の調整を行う。

３．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の役員、従業員の地位にあることを要する。

② 新株予約権者が死亡した場合には、その時をもって新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部につい

て放棄されたものとみなし、新株予約権者の相続人による本新株予約権の継続保有及び権利行使を認めな

い。ただし、発行会社の取締役会において、当該相続人による本新株予約権の権利行使を特に認めた場合

は、新株予約権者の死亡後１年間に限り、権利行使をすることができる。

③ １個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。

４．新株予約権の行使によって株式を発行する場合の増加する資本金は、払い込まれた金額の２分の１とし、残余

は資本準備金とする。

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対

象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移

転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③

に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象

会社の株式１株当たり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）４に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

以下のア、イに準じて決定する。

ア 新株予約権者が当社の役員、従業員でなくなった場合には、同日当会社は無償で当該新株予約権を取得

することができる。この場合には、遅滞なく当該新株予約権者に通知又は公告を行う。

イ 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に

より消滅会社となった場合で、存続会社の承認が得られない場合には、当社は無償で新株予約権を取得

する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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６．2018年12月26日開催の臨時株主総会決議により、2019年１月11日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。これにより、第２回及び第３回新株予約権における「新株予約権の目的となる株式の種

類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

７．2025年７月31日開催の取締役会決議により、2025年８月20日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割

を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整

されております。

８．2024年８月30日割当の第10回新株予約権における権利行使期間は、個別に当社と対象者との間で締結した「新

株予約権割当契約」において、2026年８月15日から2034年６月28日までと定めております。

９．2025年６月27日割当の第10回新株予約権における権利行使期間は、個別に当社と対象者との間で締結した「新

株予約権割当契約」において、2027年６月14日から2034年６月28日までと定めております。

 

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
 

名　　　称 第９回新株予約権

決議年月日 2024年３月19日

新株予約権の数（個）※ 120

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 48,000（注）１、７、８

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,250（注）３、７

新株予約権の行使期間 ※ 自 2024年３月29日　至 2027年３月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　1,250

資本組入額　　625（注）２、７

新株予約権の行使の条件 ※ なし

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権を他に譲渡することは禁止する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）６

※当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31日）に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省

略しております。

（注）１．会社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ）又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株

予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権

利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権１個当たり

１株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

２．本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の払込金額中資本金に組入れない額は、新株の払

込金額より資本金に組入れる額を減じた金額とする。資本金に組入れる額とは、新株の払込金額に０．５を乗

じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とする。新株の払込金額と

は、権利行使に際して払込をなすべき額をいう。

３．（注）４の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式（以

下「行使価額調整式」という。）をもって調整する。

既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額　＝　─────────────────────────────────

既発行株式数＋新発行株式数

② 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場

合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）とする。

④ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場

合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。

⑤ 行使価額調整式で使用する１株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新

株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の１株当たりの額とする。

⑥ 行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びに

その事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

４．行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるとこ

ろによる。

① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

イ．調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資

本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所

定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決

議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
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ロ．上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れ

の決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通

株式を発行する。

（調整前行使価額－調整後行使価額）×調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数

株式数　＝　──────────────────────────────────────────

調整後行使価額

この場合に１株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額

を現金をもって支払う。

③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。以下この号において同じ。）を発行する場合

調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株

予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用す

る。

５．（注）４の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社

は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、そ

の他必要な事項を届け出なければならない。

① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生に

よって行使価額の調整を必要とするとき。

③ 第３の第三号に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使

された場合を除く。

６．会社が、合併（会社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対

し、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上

記「新株予約権の行使時の払込金額」及び（注）３から５に基づき定められる行使価額を調整して得られ

る再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗

じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定する。

⑦ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2025年７月31日開催の取締役会決議により、2025年８月20日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割

を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整

されております。

８．2025年８月20日開催の臨時株主総会において、普通株式を目的とする新株予約権に変更しております。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数

（株）

発行済株式総数残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

2021年10月22日

（注）１

普通株式

949

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

－ 100,000 466,908 1,909,128

2021年10月29日

（注）２

Ｂ種優先株式

3,455

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

849,930 949,930 849,930 2,759,058

2021年12月31日

（注）３
－

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

△849,930 100,000 849,930 3,608,988

2022年４月28日

（注）４

Ｂ２種優先株式

600

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

147,600 247,600 147,600 3,756,588

2022年８月31日

（注）５
－

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

△147,600 100,000 － 3,756,588

2023年12月22日

（注）６

Ｃ種優先株式

800

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

800

200,000 300,000 200,000 3,956,588

2024年３月１日

（注）７
－

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

800

△290,000 10,000 － 3,956,588
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年月日

発行済株式総数

増減数

（株）

発行済株式総数残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

2024年３月29日

（注）８

Ｃ種優先株式

350

普通株式

33,137

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

1,150

87,500 97,500 87,500 4,044,088

2023年４月１日～

2024年３月31日

（注）９

普通株式

652

普通株式

33,789

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

1,150

149,960 247,460 149,960 4,194,048

2024年9月20日

（注）10

Ｄ種優先株式

2,850

普通株式

33,789

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

1,150

Ｄ種優先株式

2,850

815,100 1,062,560 815,100 5,009,148

2025年2月28日

（注）11
－

普通株式

33,789

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

1,150

Ｄ種優先株式

2,850

△979,904 82,655 △2,549,781 2,459,366
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年月日

発行済株式総数

増減数

（株）

発行済株式総数残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

2024年４月１日～

2025年３月31日

（注）12

普通株式

130

普通株式

33,919

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

1,150

Ｄ種優先株式

2,850

17,344 100,000 17,344 2,476,711

2025年８月15日

（注）13

普通株式

12,755

Ａ種優先株式

△4,700

Ｂ種優先株式

△3,455

Ｂ２種優先株式

△600

Ｃ種優先株式

△1,150

Ｄ種優先株式

△2,850

普通株式

46,674
－ 100,000 － 2,476,711

2025年８月20日

（注）14

普通株式

18,622,926

普通株式

18,669,600
－ 100,000 － 2,476,711

2025年10月23日

（注）15
1,700,000

普通株式

20,369,600
1,313,760 1,413,760 1,313,760 3,790,471

2025年４月１日～

2026年３月31日

（注）16

358,000
普通株式

20,727,600
47,304 1,461,064 47,304 3,837,775

　（注）１．株式交換（※）による増加であります。

※普通株式＝１株：0.0356株、Ａ種優先株式＝１株：0.4065株、Ｂ種優先株式＝１株：0.6443株

株式交換完全子会社　株式会社ネストエッグ

２．有償第三者割当増資　　　　　　　　　3,455株

発行価格　　　　492,000円

資本組入額　　　246,000円

主な割当先　　　Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P.、GMO GFF投資事

業有限責任組合、GMOペイメントゲートウェイ株式会社

３．資本金の減少は資本準備金への振替の無償減資（減資割合89.5％）によるものであります。

４．有償第三者割当増資　　　　　　　　　　600株

発行価格　　　　492,000円

資本組入額　　　246,000円

主な割当先　　　三菱UFJイノベーション・パートナーズ２号投資事業組合

５．資本金の減少は資本剰余金への振替の無償減資（減資割合59.6％）によるものであります。

６．有償第三者割当増資　　　　　　　　　　800株

発行価格　　　　500,000円

資本組入額　　　250,000円

主な割当先　　　QR2号ファンド投資事業有限責任組合

７．資本金の減少は資本剰余金への振替の無償減資（減資割合96.7％）によるものであります。

８．有償第三者割当増資　　　　　　　　　　350株

発行価格　　　　500,000円

資本組入額　　　250,000円
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主な割当先　　　株式会社JR西日本イノベーションズ、静岡キャピタル９号投資事業有

限責任組合、株式会社S Ventures

９．新株予約権の行使による増加であります。

10．有償第三者割当増資　　　　　　　　　2,850株

発行価格　　　　572,000円

資本組入額　　　286,000円

主な割当先　　　三井住友カード株式会社

11．資本金の減少は欠損填補のための無償減資（減資割合92.2％）によるものであります。

12．新株予約権の行使による増加であります。

13．2025年７月31日開催の取締役会決議により、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式のすべてを取得し、これと引換えにＡ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｂ２種優先株主、Ｃ種

優先株主及びＤ種優先株主に対し普通株式を交付したものです。また、取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株

式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式のすべてを、2025年７月31日開催の臨時取締役会決議に

基づき、消却しております。

14．株式分割（1:400）によるものであります。

15．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　1,680円

引受価額　　　 1,545.60円

資本組入額　　　 772.80円

払込金総額　2,627,520千円

16．新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況
（株）政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 6 24 113 26 25 5,954 6,148 －

所有株式数

（単元）
－ 37,936 5,368 46,168 25,181 116 92,463 207,232 4,400

所有株式数の

割合（％）
－ 18.31 2.59 22.28 12.15 0.06 44.62 100 －

 

（６）【大株主の状況】

  2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋四丁目５番15号 2,988,200 14.42

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 2,987,800 14.41

丸山　弘毅 東京都渋谷区 2,043,200 9.86

来田　武則 東京都杉並区 2,003,100 9.66

PLEIAD-MINERVA JAPAN GROWTH

OPPORTUNITIES LP

（常任代理人　ミネルバ・グロー

ス・パートナーズ株式会社）

MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED OF

PO BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND

CAYMAN, KY1-1104 CAYMAN ISLANDS

（東京都港区赤坂一丁目14番５号）

975,300 4.71

CEPLUX-ABRDN SICAV I

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

31, Z.A BOURMICHT, BERTRANGE, L-

8070, LUXEMBOURG

（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

890,900 4.30

神澤　順 Bangkok, Thailand 595,700 2.87

FinTechビジネスイノベーション投資

事業有限責任組合
東京都港区六本木一丁目６番１号 525,000 2.53

QR2号ファンド投資事業有限責任組合 石川県金沢市広岡二丁目12番24号 420,000 2.03

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海一丁目８番12号 414,300 2.00

計 － 13,843,500 66.79

（注）前事業年度末において主要株主であった丸山弘毅及び来田武則は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりま

した。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

     2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  －  － －

議決権制限株式（自己株式等）  －  － －

議決権制限株式（その他）  －  － －

完全議決権株式（自己株式等）  －  － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,723,200 普通株式 207,232

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 4,400  － －

発行済株式総数  20,727,600  － －

総株主の議決権  －  207,232 －

 

②【自己株式等】

　　　　　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第１号に該当するＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式

の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価格の総額（円）

取締役会（2025年７月31日）での決議状況

（取得期間　2025年８月15日）

Ａ種優先株式　　　4,700

Ｂ種優先株式　　　3,455

Ｂ２種優先株式　　　600

Ｃ種優先株式　　　1,150

Ｄ種優先株式　　　2,850

－

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式

Ａ種優先株式　　　4,700

Ｂ種優先株式　　　3,455

Ｂ２種優先株式　　　600

Ｃ種優先株式　　　1,150

Ｄ種優先株式　　　2,850

－

残存決議株式の総数及び価格の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

（注）当社は、2025年７月31日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先
株式、Ｄ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年８月15日
付で自己株式として取得し、対価として当該優先株式１株に対して普通株式１株を交付しております。また、
当社が取得した当該優先株式は、2025年８月15日付ですべて消却しております。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式

Ａ種優先株式

4,700

Ｂ種優先株式

3,455

Ｂ２種優先株式

600

Ｃ種優先株式

1,150

Ｄ種優先株式

2,850

－ － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に

係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（－） － － － －

保有自己株式数 － － － －

（注）2025年７月31日開催の取締役会決議により、2025年８月15日付で上記の自己株式を消却しております。

 

３【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。現時点においては事業拡大の

ための成長投資及び、財務体質の強化を図り、収益基盤の構築や収益力強化を当面の優先事項とし、企業価値を最大

化することが株主に対する最大の利益還元に繋がると認識しております。このことから創業以来配当は実施しておら

ず、今後においても当面は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金につきましては、収益力強化のため

の成長投資、優秀な人材の確保・育成をはじめとした収益基盤の整備、財務体質の強化などに活用する方針でありま

す。

将来的には、内部留保と企業を取り巻く事業環境のバランスを勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利

益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定でありま

す。

なお、剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を基本方針としており、そのほか年１回の中間配当を行うこ

とができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

当社グループは、自らの持続的成長と中長期的な企業価値の向上により、社会をはじめ、株主、取引先、役職

員、地域社会等の様々なステークホルダーに貢献し、また誠実に説明責任を果たしていくことを経営方針として

重視しております。また、これらを円滑に実行するために「内部統制システム構築の基本方針」を制定し、以下

をコーポレート・ガバナンスの基本と認識し、その強化に努めてまいります。

 

・法令及び定款に適合することを確保するための体制

・業務の適正を確保するための体制

 

①コーポレート・ガバナンスの体制

当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人をそれぞれ設置しておりま

す。また、当社は、執行役員制度の採用により、経営の監督機能の充実と効率的・機動的な業務執行を図って

おります。更に、代表取締役社長直下に内部監査室を設置し、監査役会及び会計監査人と連携を図りながら、

独立的な立場から法令及び社内規程に準じた執行状況の監査を実施しているほか、全社的なリスク及びコンプ

ライアンスのマネジメントを的確に行う目的でリスク・コンプライアンス委員会及びその下部組織となるリス

クコンプライアンスオーナー会議を設置しております。

また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性及び客観性を確保し、当社のコーポレート・ガバナンス

体制の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。

 

a.取締役会

取締役会は、議長の代表取締役社長丸山弘毅、取締役来田武則、取締役野上健一、取締役髙木一輝、社外取

締役重富隆介、社外取締役富岡圭、社外取締役徳田勝之の７名で構成されており、会社の重要事項の決定と取

締役の職務執行の監督を行い、会社全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指す機関として、経営に関わる

重要事項並びに「定款」及び「取締役会規則」にて定めた取締役会決議事項について審議・決定するほか、業

務執行を監督しております。

また、当社は、取締役会が、業務執行に係る権限の一部を執行役員に委任し、その監督を通じて経営の監督

を行う体制としております。執行役員は12名おり、うち３名は取締役と兼任しております。

 

取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を21回開催しております。個々の出席状況については次のとおりであり

ます。

役職名 氏名
取締役会の

開催回数

取締役会の

出席回数（出席率）

代表取締役 丸山　弘毅 21回 21回（100％）

取締役 来田　武則 21回 21回（100％）

取締役 野上　健一 21回 21回（100％）

取締役 髙木　一輝（注）１ 17回 17回（100％）

取締役 神澤　順　（注）２ ４回 ４回（100％）

社外取締役 重富　隆介 21回 20回（95％）

社外取締役 富岡　圭 21回 21回（100％）

社外取締役 徳田　勝之 21回 21回（100％）

社外取締役 村島　健介（注）３ ５回 ４回（80％）

（注）１．取締役髙木一輝は2025年６月27日に就任しております。

２．取締役神澤順は2025年６月27日に辞任しております。

３．取締役村島健介は2025年７月11日に辞任しております。

 

取締役会の具体的な検討内容は、法令及び定款に定められた重要事項の決定、中期経営計画の決定、業務

執行取締役の職務執行状況の報告や決算報告のほか、各種投資、人事・組織体制、並びにリスク管理等であ

ります。
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b.監査役会

監査役会は、議長の常勤監査役關弘、社外監査役本行隆之、社外監査役品川広志の３名で構成されておりま

す。各監査役は、独立的な立場から、取締役の業務執行について監査を行い、また必要に応じて各取締役会に

対し意見を述べる体制となっております。また、会計監査人及び内部監査人と緊密な連携を図ることで監査役

監査の効率性と有効性を高めるよう努めております。

 

c.指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、2026年３月に設置され、代表取締役丸山弘毅を委員長とし、社外取締役重富隆介、社

外取締役富岡圭の３名で構成されています。指名・報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役

の指名・報酬等に関する手続きの透明性及び客観性を確保し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化を

図ることとしております。

当事業年度には指名・報酬委員会は開催されておりませんが、原則として年４回開催することにしておりま

す。なお、2026年３月期の定時株主総会までの間には２回開催され、各回とも委員全員が出席し、2026年６月

の定時株主総会における取締役候補者の指名及び代表者の選定、取締役の個人別報酬等の妥当性につき審議の

うえ、取締役会に答申しております。

 

d.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

 

e.インフキュリオングループ経営会議

当社は、経営における意思決定の迅速化及び効率化を目的として、原則として週に１回の頻度でインフキュ

リオングループ経営会議を開催しており、当社グループの経営全般に関する取締役会の権限委譲を受けた範囲

において、職務権限規程に従い業務執行議案の決議を行っております。インフキュリオングループ経営会議

は、当社の常勤取締役、売上高10億円以上の当社子会社代表取締役により構成されており、常勤監査役はオブ

ザーバーとして参加しております。

 

f.内部監査室

当社は、2020年11月より、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しており、現在、専任３名の体制として

おります。内部監査は、当社グループにおける全ての事業活動が、経営の意図通りに運営されていることを監

査によって確実とすることを目的として活動しております。

 

g.リスク・コンプライアンス委員会

当社は、当社グループが経営のミッションを果たし継続的に社会貢献を行っていくために、リスクを収益の

源泉として捉え、そのマイナスの影響を抑えながらリターンの最大化を追求していくことを目指しており、こ

の全社的なリスク及びコンプライアンスのマネジメントを的確に行う目的でリスク・コンプライアンス委員会

及びその下部組織となるリスクコンプライアンスオーナー会議を設置しております。

リスク・コンプライアンス委員会は、委員長である当社代表取締役社長をはじめ、当社業務執行取締役、当

社最高情報セキュリティ責任者、当社子会社の代表取締役社長を常任委員とし、当社執行役員並びに当社子会

社の業務執行取締役及び執行役員を非常任委員として構成しております。また、委員とは別に監督的な立場と

して常勤監査役がリスク・コンプライアンス委員会に出席しております。リスク・コンプライアンス委員会

は、原則として四半期に１回の開催に加え、必要に応じて随時開催しております。

また、リスクコンプライアンスオーナー会議は、リスクコンプライアンスオーナーである当社及び当社子会

社の各事業部門や管理部門の責任者である部長（又は部長が任命する場合は副部長）・室長・ユニット長によ

り構成され、原則として毎月１回開催しております。

 

以上の機関が相互に連携して監査及び監督をすることによって、経営の健全性及び透明性を維持し、内部統

制システム及びコンプライアンス遵守のモニター強化を継続的に維持することができるものと認識し、現在の

コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
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（当社のコーポレート・ガバナンス体制図）

②当該体制を採用する理由

当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置き、経営の客観性と透明性を確保しており

ます。また、執行役員制度の導入によって、業務執行と監督機能の分離、経営責任の明確化、意思決定の迅速

化を図っております。

監査役会は、社外監査役が過半数を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べ、監督

していくことが可能な体制となっております。更に会計監査人及び内部監査人との連携を密にすることで経営

の執行に対する監査の有効性及び効率性を高め、監督を強化しております。

現在のコーポレート・ガバナンス体制において、これらの機関が相互に連携することにより、経営の健全性及

び透明性を維持し、かつ内部統制及びコンプライアンス遵守の徹底を確保できるものと認識しております。

 

③その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社は「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制システムを構築しております。

 

イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社では、取締役会を、原則、毎月１回開催し、社長等から職務の執行の状況につき報告を求めます。ま

た、監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務の執行を監査します。

　当社グループにおける全ての事業活動が、経営の意図通りに運営されていることを監査によって確実とする

ため、社長直轄の内部監査部門を設置し、「内部監査規程」を制定し、当社及びグループ会社の監査を行いま

す。

　当社は、当社グループの役職員による、コンプライアンス違反や不正行為等を早期に発見し、速やかに取締

役会に報告します。またその体制の強化を図るために「コンプライアンスポリシー」を制定します。また、

「内部通報規程」を制定し、社内外にコンプライアンス・ホットライン窓口を設置し、コンプライアンス違反

等を未然に防止する体制を推進します。なお、当該制度において、情報提供者に対し、内部情報の提供を理由

とするいかなる不利な取扱いも行わないことを厳守します。

　当社は、取引を含めた反社会的勢力との一切の関係を遮断し、警察、弁護士等の外部機関、業界団体及び地

域社会との連携強化を図り、組織としての対応に努めます。また、「反社会的勢力対策規程」を制定し、関係

法令に準拠しつつ、これらの対策を強化していきます。

 

ロ.当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、『Vision』を実現するために、リスクを収益の源泉として捉え、そのマイナスの影響を抑えなが

ら、リターンの最適化を追求していくため、「リスクマネジメント細則」を制定し、当社グループにおけるリ

スクマネジメントを行い、当社グループの事業リスクを定期的に分析・評価の上、重点的に対処すべきリスク

を抽出し、当該リスクの影響等を最小化するための体制を整備します。

　当社は、緊急事態の発生に際して被害と損害を最小とするために「緊急事態対策規程」を制定し、速やかに

事態を把握し、迅速かつ適切に対処する体制を整備します。
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ハ.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、「取締役会規則」を定め、取締役会を円滑かつ有効に運用するものとします。

　当社は、「執行役員制度」を採用し、取締役の業務の執行に係る一部の権限を執行役員に委譲することによ

り、経営の効率化を図ります。

　当社は、効率的な取締役の職務執行を確保するため、取締役会にて各取締役及び執行役員について決定し、

また、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」を制定し、それぞれの職務権限及び主たる業務分担を定めま

す。

　当社は、当社グループにおける重要な業務執行の決定を迅速かつ適正に行うため、「稟議規程」を制定し、

職務権限等に応じた意思決定に関する運用の最適化に努めるほか、経営に関する諮問等を行う会議体として、

社長を議長とする常勤取締役及び執行役員による経営会議並びに目的に応じた委員会等の会議体を設置し、迅

速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとします。

 

ニ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社では、取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁や

判断の詳細の検証を可能とするため、厳格に記録（電磁的媒体を含む）し、また、取締役、監査役その他の関

係者が、適宜、上記の書類等を閲覧できることとします。

　当社は、「情報セキュリティポリシー」並びに「機密管理規程」等の情報資産に係る諸規程を制定し、適正

かつ法令に準拠した社内文書その他情報資産の記録、保存及び管理等について定めます。

 

ホ.当社及び当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、グループ各社の業務の適正を確保するために、本基本方針に基づく内部統制を推進するとともに、

当社の『Vision』、『Mission』、『Values』を浸透させ、これを基盤に当社とグループ各社との総合的な事

業の発展を図ります。

　グループ各社との業務の円滑化と適正化を図るため「関係会社管理規程」を制定し、状況に応じて、各社に

取締役及び監査役を派遣して経営を把握し、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるよう努めます。ま

た、各社における経営上の重要事項に関しては、各社の事業内容・規模等を考慮の上、原則として、各社に当

社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を定めます。

　当社は、グループ各社における内部統制システムの整備及び運用を支援し、状況に応じてその管理に当た

り、グループ各社への教育・研修の実施などにより内部統制システムの整備を図ります。

　当社は、当社各部門及びグループ各社の責任者が、それぞれの重要な業務の適正性及び信頼性を確保するた

め、「財務報告に係る内部統制の基本方針」、「コンプライアンスポリシー」、「予算管理規程」、「リスク

マネジメント細則」、「マネジメントシステム規程」等の方針並びに規程を制定し、重要な内部統制システム

について定期的に検証し、改善するなどの体制を整備します。

　当社は、当社グループの役職員が、経営の意図に沿って業務を執行し、それぞれの重要な業務の適正性及び

信頼性を確保するため、経営方針並びに必要に応じて重要な決定事項等を当社グループの役職員に対して適時

に示達、共有するものとします。

　内部監査部門は、当社各部門及びグループ各社の監査を実施し、それぞれの内部統制の構築状況について、

取締役会に報告します。

 

ヘ.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

　当社では、監査役がその職務を補助するための従業員を置くことを求めた場合、従業員を設置するものとし

ます。また、監査役は、監査業務に必要な事項について当該従業員に指揮・命令することができるものとしま

す。

 

ト.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うに当たっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締

役、執行役員その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲

戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、監査役の同意を得た上で、これを行うもの

とします。
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チ.当社並びにグループ各社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

　当社の取締役、執行役員及び従業員並びにグループ各社の取締役、監査役、従業員等は、当社又はグループ

各社に著しい損害、重大な影響を及ぼすおそれのある事実等があることを発見したときは、速やかに直接又は

主管部門を通じて、当社の監査役に報告するものとします。また、監査役は、その必要に応じ随時に、当社及

びグループ各社の取締役等に対し、報告を求めることができるものとします。

　「内部通報規程」に準じ、監査役へ報告を行った者に対しても、当該報告をしたことを理由に、いかなる不

利な取扱いも行ってはならないものとし、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとしま

す。

 

リ.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行うも

のとします。

 

ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社の監査役は、当社及び子会社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営にお

いて重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができます。

　取締役、執行役員及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。

　当社の社長は、当社の監査役と定期的に意見交換を行うものとします。

　当社の監査役は、内部監査部門が定める内部監査に係る年度計画について事前に説明を受け、その修正等を

求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受けるものとします。

　当社の監査役は、外部監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効

率的な監査のために連携を図るものとします。

 

b.責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま

す。これは、監査役（これらの地位にあった者を含む。）が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮

して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

c.役員等賠償責任保険契約の内容

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。

　当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額

当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置とし

て、私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求、被保険者の犯罪行為に起因する損

害賠償請求、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求について

は、塡補の対象としないこととしております。

 

d.取締役の定数

　当社の取締役は10名以下とする旨を定款に定めております。

 

e.取締役の選任の決議要件

　当社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。

　また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

f.取締役会で決議できる株主総会決議事項

　当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。また、当社

は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会決議によって市場取引

等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

g.株主総会の特別決議要件

EDINET提出書類

株式会社インフキュリオン(E41028)

有価証券報告書

 53/126



　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上をもって行う旨定

款に定めております。
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長 丸山　弘毅 1976年11月10日生

1999年４月　㈱ジェーシービー入社

2008年１月　当社入社

2008年２月　当社取締役

2010年４月　㈱リンク・プロセシング　取締役

2014年２月　㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリ

オン コンサルティング）　代表取締役

2014年６月　㈱カード・ウェーブ　取締役

2015年９月　当社代表取締役

2015年９月　一般社団法人Fintech協会　代表理事

2016年４月　㈱ネストエッグ　取締役（現任）

2017年10月　㈱アダプトネットワークス（2024年４月に

当社と合併により消滅）　取締役

2018年６月　㈱インフキュリオンデジタル（2020年11月

に当社と合併により消滅）　代表取締役

2018年７月　一般社団法人キャッシュレス推進協議会　

理事

2018年10月　当社代表取締役社長（現任）

2020年11月　一般社団法人Fintech協会　常務理事

2021年６月　㈱リンク・プロセシング　代表取締役

2022年11月　一般社団法人Fintech協会　エグゼクティ

ブ・アドバイザー（現任）

2024年６月　㈱リンク・プロセシング　取締役（現任）

2024年10月　東京都国際金融フェロー（現任）

（注）３ 2,043,200

取締役

副社長 執行役員
来田　武則 1976年８月30日生

1999年４月　㈱ジェーシービー入社

2008年２月　当社入社　取締役（現任）

2014年２月　㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリ

オン コンサルティング）　取締役

2014年６月　㈱カード・ウェーブ　代表取締役

2014年６月　㈱リンク・プロセシング　監査役

2016年４月　㈱ネストエッグ　監査役

2017年10月　㈱アダプトネットワークス（2024年４月に

当社と合併により消滅）　監査役

2018年10月　㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリ

オン コンサルティング）　代表取締役

2021年６月　㈱リンク・プロセシング　取締役

2022年１月　㈱インフキュリオン コンサルティング　

取締役

2022年６月　当社執行役員（現任）

2023年６月　当社副社長（現任）

（注）３ 2,003,100

取締役

執行役員
野上　健一 1985年11月13日生

2008年４月　㈱三井住友銀行入行

2010年９月　モルガン・スタンレー・ジャパン・ビジネ

ス・グループ㈱入社

2016年３月　㈱メトセラ　代表取締役

2024年４月　同社　取締役

2024年７月　当社執行役員（現任）

2024年11月　当社取締役（現任）

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

執行役員
髙木　一輝 1980年10月29日生

2003年４月　㈱ジェーシービー入社

2005年９月　プルデンシャル生命保険㈱入社

2007年２月　当社入社

2014年２月　㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリ

オン コンサルティング）　取締役

2017年10月　当社執行役員

2018年10月　㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリ

オン コンサルティング）　取締役副社長

2019年６月　当社取締役就任

㈱インフキュリオンデジタル（2020年11月

に当社と合併により消滅）　取締役

㈱アダプトネットワークス（2024年４月に

当社と合併により消滅）　取締役

2019年７月　㈱リンク・プロセシング　取締役

2022年２月　㈱インフキュリオン コンサルティング　

代表取締役

2022年６月　当社取締役退任

当社執行役員（現任）

2025年６月　㈱インフキュリオン コンサルティング　

取締役（現任）

当社取締役（現任）

（注）３ 120,000

取締役 重富　隆介 1961年10月10日生

1984年４月　㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほフィナン

シャルグループ）入行

2000年１月　モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱Ｕ

ＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社

2016年２月　Morgan Stanley & Co. LLC, Global

Investment Banking Division,　Vice

Chairman

2016年６月　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱　

常務執行役員

2021年11月　ブラックストーン・グループ・ジャパン

㈱　代表取締役会長（現任）

2022年２月　㈱シーユーシー　顧問（現任）

2022年３月　当社社外取締役（現任）

2022年10月　Ubie㈱　社外取締役（現任）

2024年６月　パナソニック ホールディングス㈱　社外

取締役（現任）

（注）３ 30,000

取締役 富岡　圭 1976年５月26日生

1999年４月　日本オラクル㈱入社

2007年６月　Sansan㈱　取締役（現任）

2021年６月　Fringe81㈱（現 Unipos㈱）　社外取締役

2022年３月　当社社外取締役（現任）

2024年４月　Sansan Global (Thailand) Co., Ltd.　

Director（現任）

（注）３ 30,000

取締役 徳田　勝之 1963年11月1日生

1987年４月　㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行

2014年４月　三井住友カード㈱入社

2019年４月　同社　執行役員

2020年４月　同社　常務執行役員

2021年４月　㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執

行役員（現任）

2023年４月　三井住友カード㈱　取締役兼専務執行役員

2024年10月　SMBCコンシューマーファイナンス㈱　専務

執行役員（現任）

2024年11月　当社社外取締役（現任）

2025年４月　三井住友カード㈱　代表取締役専務執行役

員

2026年４月　同社　代表取締役副社長執行役員（現任）

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役 關　弘 1963年５月24日生

1987年４月　㈱イシマル入社

1994年２月　旭栄産業㈱入社

1995年10月　千代田コンピューターサービス㈱入社

1996年４月　協同組合長崎県酒販入社

2002年１月　グローバルセキュリティエキスパート㈱入

社

2010年５月　岡三証券㈱入社

2022年12月　当社入社

2024年１月　当社監査役（現任）

2024年１月　㈱インフキュリオン コンサルティング　

監査役（現任）

2024年１月　㈱リンク・プロセシング　監査役（現任）

2024年１月　㈱ネストエッグ　監査役（現任）

2024年１月　㈱アダプトネットワークス（2024年４月に

当社と合併により消滅）　監査役

（注）４ －

監査役 品川　広志 1976年12月７日生

2002年10月　弁護士（第二東京弁護士会）登録

2002年10月　濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律

事務所）入所

2010年８月　米国カリフォルニア州　弁護士登録

2012年１月　錦華通り法律事務所（現 弁護士法人エム

パートナーズ　神田支所　錦華通り法律事

務所）　開設（現任）

2012年４月　東急リアル・エステート・インベストメン

ト・マネジメント株式会社　コンプライア

ンス・リスクマネジメント委員会　外部委

員（現任）

2013年３月　星野リゾート・リート投資法人　監督役員

(現任)

2014年12月　㈱レッド・プラネット・ジャパン（現 ㈱

メタプラネット）　社外監査役

2015年６月　㈱みらいワークス　社外監査役（現任）

2015年９月　タカラアセットマネジメント㈱（現

MIRARTHアセットマネジメント㈱）　コン

プライアンス委員会　外部委員（現任）

2016年３月　㈱再生医療推進機構（現 ㈱セルテクノロ

ジー）　社外監査役

2017年６月　当社社外監査役（現任）

2017年12月　ESRリート投資法人　監督役員（現任）

2018年９月　㈱メトセラ　社外監査役

2020年３月　ジャパンシステム㈱　社外取締役（監査等

委員）

2020年５月　㈱アデランス　社外監査役（現任）

2020年６月　㈱ジーンテクノサイエンス（現 キッズ

ウェル・バイオ㈱）社外監査役（現任）

2022年９月　㈱メトセラ　社外取締役（監査等委員）

2024年４月　㈱メトセラ　社外監査役（現任）

（注）４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役 本行　隆之 1976年11月７日生

1999年４月　センチュリー監査法人（現 有限責任　あ

ずさ監査法人）入社

2005年12月　㈱KPMG FAS入社

2011年11月　㈱龍土町コンサルティング　代表パート

ナー

2012年４月　㈱Stand by C Advisory（現 ㈱Stand by C

京都）　監査役

2013年１月　シロウマサイエンス㈱　社外取締役（現

任）

2014年６月　のぞみ監査法人 代表社員（現任）

2014年７月　Hamee㈱　社外監査役

2014年11月　㈱Stand by C　取締役

2016年３月　大江戸温泉リート投資法人（現 日本ホテ

ル＆レジデンシャル投資法人）　社外監督

役員

2016年３月　㈱Stand by C 京都　代表取締役

2016年６月　㈱ライトアップ　社外監査役

2016年６月　㈱NHKビジネスクリエイト　社外監査役

（現任）

2016年12月　㈱みらいワークス　社外監査役（現任）

2017年６月　㈱NHKアート　社外監査役

2017年６月　当社社外監査役（現任）

2020年10月　税理士法人Stand by C　社員

2023年７月　NE㈱　社外監査役（現任）

2025年７月　ブルークリーン㈱　社外監査役（現任）

（注）４ －

計 4,226,300

（注）１．取締役重富隆介、富岡圭及び徳田勝之は、社外取締役であります。

２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結

の時までであります。

４．監査役の任期は、2025年８月20日の定款変更の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。
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② 社外役員の状況

当社では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。

当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証

券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するもの

を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

社外取締役である重富隆介は、国内外の金融業界や資本市場において豊富な知見を有し、また、大手金融機関

での経営者として豊富な経験と人脈を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏

は、企業価値向上へのインセンティブを目的として当社の株式を30,000株及び新株予約権を50個（20,000株分）

保有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関

係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

社外取締役である富岡圭は、大企業向けSaaS領域やプラットフォームビジネスにおいて豊富な知見を有し、ま

た、上場会社での経営者として営業、組織運営、プロダクト設計等の分野で豊富な経験を有していることから、

社外取締役として選任しております。同氏は、Sansan株式会社の取締役であり、同社と当社との間にはペイメン

トプラットフォーム事業における取引関係がありますが、他の企業と同様の取引条件であり、2026年３月期にお

ける取引実績は両社における連結売上高の１％未満と僅少であることから、独立性に影響を及ぼすものではない

と判断しております。また、同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目的として当社の株式を30,000株及び

新株予約権を50個（20,000株分）保有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又

は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断してお

ります。

 

社外取締役である徳田勝之は、当社の資本業務提携先である三井住友カード株式会社の代表取締役 副社長執行

役員及び当社のその他の関係会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの常務執行役員であります。

徳田勝之は、東京証券取引所が定める独立役員として届出ておりませんが、銀行・クレジットカード会社等の

金融・決済業界での豊富な実務経験を有し、当社グループの事業に豊富な知見を有していることに加え、経営者

として幅広い見識を有していることから、当社におけるコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものと

判断し、社外取締役として選任しております。

 

社外監査役である品川広志は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関す

る高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、企業価値向上へのイ

ンセンティブを目的として当社の新株予約権を４個（16,000株分）保有しておりますが、当社と同氏の間にはそ

れ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の

生じるおそれはないと判断しております。

 

社外監査役である本行隆之は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有してい

ることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目的とし

て当社の新株予約権を４個（16,000株分）保有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本

的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判

断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

常勤監査役と社外取締役は、当社取締役会及び適宜必要に応じて会議の場を設ける等の情報交換を行ってお

り、また監査計画及び監査結果等について共有するなど、相互連携を図っております。

常勤監査役と社外監査役は、当社監査役会及び月に１回監査会議を設ける等の情報交換を行っており、監査計

画及び監査結果等について共有し、業務執行状況の確認や業務改善に向けた協議を行うなど、監査の質的向上を

図っております。

内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結

果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等

固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っておりま

す。
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（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名で構成され、２名が社外監査役であること

により、経営への監視機能を強化しております。金融機関の内部監査部門での10年以上の経験に加え、IT監査

サービスを企業に提供するコンサルタントとしての経験を合わせ20年以上の監査経験がある常勤監査役の關弘を

はじめ、弁護士として法務に関する知見を有する品川広志及び公認会計士として財務及び会計に関する知見を有

する本行隆之により、当社ビジネスへの理解を前提としつつ、監査役会で決定された監査役監査計画に基づき、

IT、企業法務及び財務・会計に関して深度ある監査を実施しております。

常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議、リス

ク・コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、各議事録、主要な稟議書及び業務執行に関

する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることにより、業務執行の適法性・

妥当性について監査を実施しております。また、その状況は、毎月の監査役会において共有し、それぞれの専門

的な知見及び客観的視点で協議しております。

また、監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し積極的な連携を図って

いることに加え、内部監査室とも連携し会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧

告等を適宜取締役や執行部門に対し行っております。

各監査役の当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席率は、次のとおりです。

役職名 氏名
当事業年度の出席率

監査役会 取締役会

常勤社内監査役 關　弘 100％（14回/14回） 100％（21回/21回）

非常勤社外監査役 本行　隆之 100％（14回/14回） 100％（21回/21回）

非常勤社外監査役 品川　広志 100％（14回/14回） 100％（21回/21回）

監査役会における具体的な検討事項としては、取締役会で報告される重要事項の事前検討、コンプライアンス

及びリスク管理状況、内部統制システムの整備・運用状況、決算の処理状況等であります。

これらの監査活動を通じて、企業の持続的な成長と価値向上に貢献するよう活動を行っております。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査室（２名）は、効果的かつ効率的な監査実施に努め、当社及び当社グループ会社に対し、期初

に作成した監査計画に基づき、内部統制システムの整備、コンプライアンスの遵守、リスクマネジメント体制の

整備・運用状況を監査するとともに、内部監査の結果を取締役会、代表取締役社長、監査役及び関係部門へ報告

しております。また、改善が必要な内容については改善計画に基づく実行の状況及び結果をフォローアップし、

代表取締役社長に報告しております。

監査役とは定期的に会合を持ち、監査及び改善計画の状況説明、意見交換等を行っております。また、会計監

査人とも定期的に意見交換を実施するほか、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象について会計監査

人へ情報を提供し、必要に応じて助言を得ております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

３年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　西口 昌宏

指定有限責任社員　業務執行社員　藤間 信貴

 

EDINET提出書類

株式会社インフキュリオン(E41028)

有価証券報告書

 60/126



d.監査業務に関する補助者の構成

公認会計士19名、その他19名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

　会計監査人の選任については、当社ビジネスへの理解を前提とした深度ある監査業務の実施可否、会計監

査人としての品質管理体制や独立性、及び監査報酬の妥当性等を総合的に判断した結果、EY新日本有限責任

監査法人を選任いたしました。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　定期的な意見交換を通じて重要な会計論点の事前説明・討議や、内部統制の整備に関する助言など、建設

的な対話を重ねており、会計監査の実効性と信頼性を確保するための品質管理体制等が整備されていると認

識しております。監査役会としては、当社ビジネスへの理解を前提とした深度ある監査業務の実施可否、独

立性、専門性のいずれも良好と評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬（千円）

非監査業務に

基づく報酬（千円）

監査証明業務に

基づく報酬（千円）

非監査業務に

基づく報酬（千円）

提出会社 39,900 － 45,600 3,000

連結子会社 － － － －

計 39,900 － 45,600 3,000

監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

（当連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成に係る費用であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク（EYグループ）に属する組織に対する報酬

　該当事項はありません。

 

c.その他の重要な証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

　当社の規模・特性・監査日数・前年度監査報酬等を勘案して、監査法人から掲示された見積案をもとに監

査役会の同意を得た上で決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監

査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当

事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１

項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及

び功績などを勘案し方針を決定しております。

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役に具体的内容について一任をすることとしておりま

す。毎月定額で支給する基本報酬は、各取締役の役割等級に応じた報酬額を基とし、各取締役の前年度実績等を踏

まえ、事前に定めた一定の範囲において決定しております。なお、個人別の報酬額を決定するにあたって代表取締

役は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会にかかる原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして

決定することとしております。

監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監

査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。

なお、当社では執行役員を対象とした業績連動報酬制度を採用しております。また、退職慰労金制度は採用してお

りません。

 

上記方針に基づき、取締役会は、代表取締役社長丸山弘毅氏に対し、当事業年度における各取締役の個人別の報酬

等の額の決定を委任いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門におけ

る実績について評価を行うのは、代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該委任に基づく、各

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された総額の枠内及び取締役の個人別の報酬

等の内容についての決定に関する方針に従って、代表取締役社長は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査

役会に係る原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定しております。なお、当事業年度における取締役

の個人別の報酬等の内容は、各取締役の職責、役割等級及び実績に従った内容となっており、当社取締役会は、取

締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものと判断しております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員

の員数（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
82,645 82,645 － － 5

監査役

（社外監査役を除く）
12,120 12,120 － － 1

社外役員 14,400 14,400 － － 4

（注）１．取締役（社外取締役含む）の報酬限度額は、2018年６月18日開催の定時株主総会において年額150百万円

以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、４名（うち、社外取締役０名）であ

ります。

２．監査役（社外監査役含む）の報酬限度額は、2023年12月18日開催の臨時株主総会において年額40百万円以

内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名（うち、社外監査役は３名）であ

ります。

３．上記には、2025年６月27日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおり

ます。また、在任している無報酬の社外取締役１名及び当事業年度中に退任した無報酬の社外取締役１名

は含んでおりません。

 

なお、取締役の報酬に関する手続きの透明性及び客観性を確保するため、2026年３月より取締役会の任意の諮問機

関として指名・報酬委員会を設置しており、2027年３月期より、取締役の個人別報酬等の妥当性について指名・報

酬委員会で審議のうえ、取締役会に答申することとしております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は保有する株式について、主として株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを

目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区

分しています。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

当社は、保有目的が純投資以外の目的である株式について、適宜、保有株式ごとに保有に伴うリスクや経済

合理性などの観点から、取締役会において保有の可否を判断しております。

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数

（銘柄）

貸借対照表計上額の

合計額（千円）

非上場株式 7 11,203

非上場株式以外の株式 1 5,068

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数

（銘柄）

株式数の増加に係る取得

価額の合計額（千円）
株式数の増加の理由

非上場株式 1 38,000 AI領域における協業を目的とした出資

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数

（銘柄）

株式数の減少に係る売却

価額の合計額（千円）

非上場株式以外の株式 1 8,308

 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概

要、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株

式の保有

の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額

（千円）

貸借対照表計上額

（千円）

㈱ネットプロテクションズ

ホールディングス

14,000 14,000
ペイメントプラットフォー

ム事業における後払い領域

での協業の検討のため、保

有しております。（注）

無

5,068 6,678

㈱ジャックス
－ 2,000 当事業年度において全ての

保有株式を縮減いたしまし

た。

無
－ 7,810

（注）定量的な保有効果の測定は困難でありますが、銘柄ごとの取引状況、株式保有による便益のほか、将来的な

協業を通じた企業価値への寄与等を踏まえ、取締役会において保有の合理性を検証しております。

 

みなし保有株式

　該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

当社は、「決済から、きのうの不可能を可能にする。」というミッションのもと、あらゆる産業を支える「決済

イネーブラー」として社会基盤をアップデートし続ける事業創造企業です。このミッションを実現するため、当社

の人事ポリシーでは「社員一人ひとりの『好奇心』と『挑戦』を全力で支援し、そのプロセスと結果に対して『公

正』に報いる」ことを掲げています。従業員に挑戦・成長の機会や育成の場を提供し、従業員は好奇心を起点に自

ら学び仲間と共に成果を創出する、そして会社はその成長と成果に対して昇格・昇給や賞与といった正当な処遇で

応えるというサイクルを重視しています。

上場による「第二の創業期」を迎え、当社はさらなる事業成長を加速させるため、新たな人事制度の検討を続け

てきました。そして、2026年度より評価制度などの一部制度の刷新から行っていく予定です。

当社のDNAである「好奇心（Curiosity）」を起点に、仲間と共に価値を創り続け、個人と組織が有機的に躍動し

続ける成長循環を創出するため、評価、育成、対話の仕組みを連動させ、社員の成長が会社の成長に繋がるエコシ

ステムを構築してまいります。

 

（２）【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

ペイメントプラットフォーム事業 206

マーチャントプラットフォーム事業 76

コンサルティング事業 42

報告セグメント計 324

全社（共通） 64

合計 388

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員を除く。）は従業

員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、株式会社インフキュリオンのコーポレート本部、リスク・マ

ネジメント本部、Corporate Design本部、システム本部、マーケティング＆コミュニケーションズ本部、内部

監査室に所属しているものであります。

３．従業員数が当連結会計年度末までの１年間において、58人増加しておりますが、その主な理由は、ペイメント

プラットフォーム事業における業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

 

② 提出会社の状況

    2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

266 37.2 2.9 7,092,837 3.3

 

セグメントの名称 従業員数（人）

ペイメントプラットフォーム事業 200

マーチャントプラットフォーム事業 2

報告セグメント計 202

全社（共通） 64

合計 266

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員を除く。）は従業員数の100分の10未満であ

るため、記載しておりません。
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２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、株式会社インフキュリオンのコーポレート本部、リスク・

マネジメント本部、Corporate Design本部、システム本部、マーケティング＆コミュニケーションズ本部、

内部監査室に所属しているものであります。

４．従業員数が当事業年度末までの１年間において、63人増加しておりますが、その主な理由は、ペイメントプ

ラットフォーム事業における業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります

 

③ 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありま

せん。

 

④ 使用人等のみに対して付与した新株予約権の内容

当社は、使用人等のみに対する新株予約権を付与しております。当該新株予約権の内容については、「１　株

式等の状況　（２）新株予約権等の状況　①ストックオプション制度の内容」に記載しております。

 

⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の

額の差異

ア 提出会社

当事業年度

管理的地位にある労

働者に占める女性労

働者の割合（％）

（注）１

男性労働者の育児休

業取得率（％）

（注）２

労働者の男女の賃金の額の差異（％）（注）１

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

16.0 75.0 73.5 75.7 137.4

　（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ

ります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（1991年

労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

 

イ 連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）及び「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定による公

表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号）に基づいて作成しております。

 

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基

づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお

ります。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限

責任監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、会計基準等の変更等について的

確に対応することができる体制を整備するため、監査法人と緊密に連携し、情報収集を行うとともに、財務・会計専

門情報誌の定期購読及び公益財団法人財務会計基準機構や監査法人等が主催するセミナーへの参加により、会計基準

の変更等について適切かつ的確に対応しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,615,931 ※３ 5,340,905

売掛金 1,126,909 1,246,223

契約資産 309,502 177,555

商品及び製品 91,036 116,618

仕掛品 719 4,186

原材料及び貯蔵品 4,294 11,458

前払費用 84,962 126,810

前渡金 75,573 15,151

未収入金 718,743 1,917,448

その他 31,598 10,501

貸倒引当金 △57,151 △2,630

流動資産合計 4,002,119 8,964,229

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） ※１ 4,051 ※１ 11,936

その他（純額） ※１ 0 ※１ 781

有形固定資産合計 4,051 12,717

無形固定資産   

ソフトウエア 105,110 536,179

ソフトウエア仮勘定 609,584 359,538

無形固定資産合計 714,695 895,717

投資その他の資産   

投資有価証券 14,488 16,271

繰延税金資産 345,451 710,066

差入保証金 152,536 159,793

その他 375 368

投資その他の資産合計 512,850 886,499

固定資産合計 1,231,597 1,794,934

資産合計 5,233,717 10,759,163
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 272,482 390,312

契約負債 110,100 102,737

短期借入金 － ※２,※３ 1,957,666

１年内返済予定の長期借入金 20,400 320,400

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社

債
200,000 －

未払法人税等 78,742 215,403

未払消費税等 141,299 158,048

未払金 221,097 317,541

未払費用 272,956 475,019

製品保証引当金 28,262 202

預り金 307,922 378,045

その他 7,477 27,945

流動負債合計 1,660,741 4,343,322

固定負債   

長期借入金 1,159,200 838,800

固定負債合計 1,159,200 838,800

負債合計 2,819,941 5,182,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 1,461,064

資本剰余金 2,017,547 3,378,611

利益剰余金 291,446 736,081

株主資本合計 2,408,993 5,575,757

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,527 1,284

その他の包括利益累計額合計 4,527 1,284

新株予約権 254 －

純資産合計 2,413,775 5,577,041

負債純資産合計 5,233,717 10,759,163
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

売上高 ※１ 7,174,418 ※１ 9,505,732

売上原価 ※２,※５ 3,985,142 ※２,※５ 4,946,103

売上総利益 3,189,275 4,559,629

販売費及び一般管理費 ※３,※４ 3,046,085 ※３,※４ 4,119,393

営業利益 143,189 440,235

営業外収益   

受取利息 791 4,919

受取配当金 610 400

受取手数料 666 2,001

その他 121 1,487

営業外収益合計 2,189 8,807

営業外費用   

支払利息 30,923 49,839

支払手数料 4,281 509

上場関連費用 － 31,755

株式交付費 － 25,273

その他 2,547 4,889

営業外費用合計 37,752 112,266

経常利益 107,626 336,776

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,537

新株予約権戻入益 7,050 －

特別利益合計 7,050 3,537

特別損失   

投資有価証券評価損 9,996 26,796

特別損失合計 9,996 26,796

税金等調整前当期純利益 104,679 313,518

法人税、住民税及び事業税 138,026 232,091

法人税等調整額 △108,071 △363,207

法人税等合計 29,954 △131,116

当期純利益 74,724 444,634

親会社株主に帰属する当期純利益 74,724 444,634
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

当期純利益 74,724 444,634

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 94 △3,242

その他の包括利益合計 ※ 94 ※ △3,242

包括利益 74,818 441,392

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 74,818 441,392
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 247,460 4,024,884 △3,602,964 669,379

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純利
益   74,724 74,724

新株の発行 832,444 832,444  1,664,889

資本金から剰余金への振替 △979,904 979,904  －

欠損填補  △3,819,686 3,819,686 －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

    

当期変動額合計 △147,460 △2,007,336 3,894,410 1,739,614

当期末残高 100,000 2,017,547 291,446 2,408,993

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 4,432 4,432 7,635 681,447

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純利
益    74,724

新株の発行    1,664,889

資本金から剰余金への振替    －

欠損填補    －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

94 94 △7,380 △7,286

当期変動額合計 94 94 △7,380 1,732,327

当期末残高 4,527 4,527 254 2,413,775
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当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 100,000 2,017,547 291,446 2,408,993

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純利
益   444,634 444,634

新株の発行 1,361,064 1,361,064  2,722,128

資本金から剰余金への振替    －

欠損填補    －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

    

当期変動額合計 1,361,064 1,361,064 444,634 3,166,763

当期末残高 1,461,064 3,378,611 736,081 5,575,757

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 4,527 4,527 254 2,413,775

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純利
益    444,634

新株の発行    2,722,128

資本金から剰余金への振替    －

欠損填補    －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△3,242 △3,242 △254 △3,496

当期変動額合計 △3,242 △3,242 △254 3,163,266

当期末残高 1,284 1,284 － 5,577,041
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 104,679 313,518

減価償却費及びその他の償却費 45,264 120,204

新株予約権戻入益 △7,050 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53,817 △54,520

受注損失引当金の増減額（△は減少） △772 －

その他の引当金の増減額（△は減少） 25,672 △28,059

支払利息 30,923 49,839

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,537

投資有価証券評価損益（△は益） 9,996 26,796

営業債権の増減額（△は増加） 177,592 12,633

棚卸資産の増減額（△は増加） △29,248 △36,213

営業債務の増減額（△は減少） △63,182 82,572

未収入金の増減額（△は増加） △639,228 △1,198,705

未払消費税等の増減額（△は減少） 84,914 19,284

未払金の増減額（△は減少） 23,010 96,444

未払費用の増減額（△は減少） △4,190 201,915

前払費用の増減額（△は増加） 2,288 △41,645

前渡金の増減額（△は増加） 43,768 60,422

預り金の増減額（△は減少） △46,741 70,122

その他 3,752 79,912

小計 △184,733 △229,015

利息の支払額 △31,021 △49,949

法人税等の支払額 △152,789 △147,774

法人税等の還付額 30,690 8,683

その他 1,401 5,319

営業活動によるキャッシュ・フロー △336,453 △412,736

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △13,000

ソフトウエアの取得による支出 △269,889 △271,480

投資有価証券の取得による支出 － △38,000

投資有価証券の売却による収入 － 8,308

貸付金の回収による収入 600 －

差入保証金の差入による支出 △13,932 △7,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △283,221 △321,429

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 600,000 57,062,000

短期借入金の返済による支出 △1,400,100 △55,104,334

長期借入金の返済による支出 △35,400 △20,400

株式の発行による収入 1,630,200 2,627,520

新株予約権の行使による株式の発行による収入 34,359 94,354

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 － △200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 829,059 4,459,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 209,384 3,724,973

現金及び現金同等物の期首残高 1,406,547 1,615,931

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,615,931 ※ 5,340,905
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　3社

主要な連結子会社の名称

㈱インフキュリオン コンサルティング

㈱リンク・プロセシング

 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

３．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)に

よっております。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法によっております。

②　棚卸資産

イ　商品及び製品

　総平均法に基づく原価法

ロ　仕掛品

　個別法に基づく原価法

ハ　原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法

ともに貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。

 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　工具、器具及び備品　　　４から15年

　その他　　　　　　　　　　　　15年

ロ　無形固定資産

　　市場販売目的のソフトウエア

　　　販売可能な有効期間（３年以内）における見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間に基づく

均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。

　　自社利用のソフトウエア

　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

（3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　製品保証引当金

　製品保証引当金は、端末の販売後、一定期間当該端末を無償で補修・交換した場合の費用の支出に備

えるため、過去の実績に基づく発生見込額を計上しております。加えて、ソフトウエア開発契約に係

る、将来の契約不適合責任の費用の支出に備えるため、個別案件ごとに当連結会計年度末における損失

見込額を計上しております。

ハ　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における損失見込額を計上しておりま

す。なお、当連結会計年度において残高はありません。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
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　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収

益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。

　なお、履行義務の対価は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

 

①ペイメントプラットフォーム事業

　金融機関の基幹システムと事業会社・フィンテック事業者の間をAPIで接続することで、金融機関自

身のデジタル化やリテール企業の自社アプリへの決済機能の組込をサポートし、デジタル技術を用いた

決済機能など利便性の高いサービスをクラウド上で提供する事業を提供しております。

　受託開発のサービスに係る履行義務は、プロジェクトの進捗に応じて充足していくと判断しておりま

す。そのため、進捗度を見積総原価に対する実際の発生原価の割合に基づき算定しております。なお、

契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約及

び金額的な重要性が乏しいものについては、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認

識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　システム提供における収益は、主に自社開発システムの月額利用料により生じるため、サービス提供

期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該期間にわたり収益を認識しております。

　請求書カード払いプラットフォームの利用に伴う収益は、立替払いの完了をもって履行義務が充足さ

れると判断し、当該完了時に収益を認識しております。

 

②マーチャントプラットフォーム事業

　あらゆるキャッシュレス手段を一つのデバイスで提供するマルチ決済端末の販売など、店舗における

キャッシュレス化・デジタル化を実現する事業を提供しております。

　受託開発のサービスに係る履行義務は、プロジェクトの進捗に応じて充足していくと判断しておりま

す。そのため、進捗度を見積総原価に対する実際の発生原価の割合に基づき算定しております。なお、

契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約及

び金額的な重要性が乏しいものについては、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認

識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　システム提供における収益は、主に自社開発システムの月額利用料により生じるため、サービス提供

期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該期間にわたり収益を認識しております。

　決済端末及び附属品などの棚卸資産の国内販売は、製品の引き渡し時点において顧客が当該製品に対

する支配を獲得し、履行義務が充足されますが、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定

める代替的な取扱いを適用し、出荷時から顧客への製品転移時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時点で収益を認識しております。また、顧客からの要請により、出荷を行わずに所有権が移転

する取引（請求済未出荷契約）については、顧客による検収等により製品に対する支配が移転した時点

で、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

 

③コンサルティング事業

　決済・金融領域を中心に、大企業の新規事業や金融デジタルトランスフォーメーション（DX）化など

を企画から運用までの各種フェーズでコンサルティング支援を行う事業を提供しております。

　当事業においては、顧客との業務委託契約に基づき、コンサルティング業務を提供する義務を負って

おります。契約期間にわたりサービスを提供するものであるため、主に時の経過に応じて履行義務が充

足されると判断し、当該契約期間で按分して収益を認識しております。

 

（5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

 

（6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産（純額） 345,451 710,066

繰延税金負債との相殺前の金額 349,886 710,657
 
 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報

繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、課税所得の見積りにより繰延税金

資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌期以降の事業計画を基礎としております。な

お、当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消

見込年度における課税所得を見積もっております。課税所得は、グループ各社における翌期以降の事業計画

を基礎としており、必要に応じて事業計画に対して一定のストレスを考慮しております。当該事業計画は、

サービス及びプロダクトごとの翌期以降の受注状況等を予測し、作成しております。

主要な仮定である受注状況等の予測は、見積りの不確実性が高く、売上高が変化することに伴い、課税所

得の見積り額が変動することにより、繰延税金資産の計上額が変動し、税金費用に影響する可能性がありま

す。

固定資産の減損

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 4,051 12,717

無形固定資産 714,695 895,717

減損損失 － －

 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、サービス等を基準とした管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っておりま

す。各資産又は資産グループについて減損の兆候が認められ、かつ、それらから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失の認識が必要になります。減損損失の認識が必

要と判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

事業計画に基づき資産グループの継続的使用によって生じる割引前将来キャッシュ・フローを見積もって

おります。グループ各社における翌期の事業計画を基礎としており、当該事業計画は、サービス及びプロダ

クトごとの受注残高の発現時期及び翌期の受注状況等を予測し、必要に応じて事業計画に対して一定のスト

レスを考慮しております。

主要な仮定が変動し、割引前将来キャッシュ・フローの見積値に対し、実績が乖離した場合には、翌連結

会計年度において、減損損失が発生する可能性があります。

 

進捗度に基づく収益認識

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

2,620,951 2,580,148
 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

ソフトウエア開発の受注案件については、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれ

て、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることがで

きる場合には、進捗度に基づき収益を認識しております。

当社グループにおけるソフトウエア開発の受注案件による進捗度の測定には、原則としてプロジェクトの

見積総原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合で進捗度を測定する方法を適用しております。ま
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た、プロジェクトの見積総原価については、プロジェクトごとの契約内容に基づき発生する作業工程や工数

等の主要な仮定を設定して算出しています。

また、原価総額の見積りはプロジェクトの進行に応じて適宜見直しが行われ、原価総額の見積り時点では

予見できなかった仕様変更や納期変更等により、原価総額の変更が発生し、その結果進捗度が変動する可能

性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する収益金額に重要な影響を与える可能性がありま

す。
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（未適用の会計基準等）

１．リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）　等

 

(1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の

全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、

IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性

が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指した

リース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファ

イナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権

資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2）適用予定日

　2028年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 

２．後発事象に関する会計基準等

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準

委員会）

 

(1）概要

　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準

を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実

務指針第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して

企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を

行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示

について定めたものであります。

 

(2）適用予定日

　2028年３月期の期首から適用します。
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（連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 105,935千円 110,269千円

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契

約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
当連結会計年度
（2026年３月31日）

 

当座貸越極度額及びリボルビング・クレ

ジット・ファシリティの総額
2,700,000千円 36,200,000千円

借入実行残高 － 1,766,000 

差引額 2,700,000 34,434,000 

（注）リボルビング・クレジット・ファシリティ契約につきましては、前連結会計年度にて解約を行っております。

 

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりです。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
当連結会計年度
（2026年３月31日）

 

現金及び預金 －千円 573,822千円

 

担保付債務は、次のとおりです。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
当連結会計年度
（2026年３月31日）

 

短期借入金 －千円 166,000千円
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（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) １．顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２　期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。

前連結会計年度
（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

68,789千円 △60,470千円

 

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

役員報酬及び給料手当 1,242,654千円 1,431,994千円

支払手数料 99,471 530,672

研究開発費 353,049 387,767

貸倒引当金繰入額 53,888 △2,059

（表示方法の変更）

　「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より主要な費目として表示しておりま

す。また、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度においても主要な費目として表示してお

ります。

 

※４　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度
（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

353,049千円 387,767千円

 

※５　売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額及び製品保証引当金繰入額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

 

受注損失引当金繰入額 △772千円 －千円

製品保証引当金繰入額 25,672  △28,059  

 

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 136千円 △1,111千円

組替調整額 － △3,537

法人税等及び税効果調整前 136 △4,648

法人税等及び税効果額 △41 1,406

その他有価証券評価差額金 94 △3,242

その他の包括利益合計 94 △3,242
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 33,789 130 － 33,919

Ａ種優先株式 4,700 － － 4,700

Ｂ種優先株式 3,455 － － 3,455

Ｂ２種優先株式 600 － － 600

Ｃ種優先株式 1,150 － － 1,150

Ｄ種優先株式（注）２ － 2,850 － 2,850

合計 43,694 2,980 － 46,674

　（注）１．普通株式の発行済株式の増加130株は、新株予約権の行使によるものであります。

２．Ⅾ種優先株式の発行済株式の増加2,850株は、第三者割当増資によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

 第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債（注）１
普通株式 434 － － 434 －

 第８回新株予約権 Ｃ種優先株式 200 － － 200 －

 第９回新株予約権 Ｃ種優先株式 120 － － 120 －

 ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  － － － 254

 合計  － 754  － － 754 254

　（注）１．転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１、２、３ 33,919 20,693,681 － 20,727,600

Ａ種優先株式（注）３ 4,700 － 4,700 －

Ｂ種優先株式（注）３ 3,455 － 3,455 －

Ｂ２種優先株式（注）３ 600 － 600 －

Ｃ種優先株式（注）３ 1,150 － 1,150 －

Ｄ種優先株式（注）３ 2,850 － 2,850 －

合計 46,674 20,693,681 12,755 20,727,600

自己株式     

Ａ種優先株式（注）３ － 4,700 4,700 －

Ｂ種優先株式（注）３ － 3,455 3,455 －

Ｂ２種優先株式（注）３ － 600 600 －

Ｃ種優先株式（注）３ － 1,150 1,150 －

Ｄ種優先株式（注）３ － 2,850 2,850 －

合計 － 12,755 12,755 －

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加の内訳は以下のとおりであります。

優先株式からの転換　　　　　　　　　　　 12,755株

株式分割　　　　　　　　　　　　　　 18,622,926株

新規上場に伴う新株の発行　　　　　　　1,700,000株

新株予約権の権利行使による新株の発行　　358,000株

２．当社は、2025年８月20日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。

３．当社は、2025年７月31日開催の取締役会において、Ａ種優先株式4,700株、Ｂ種優先株式3,455株、Ｂ２種優

先株式600株、Ｃ種優先株式1,150株及びＤ種優先株式2,850株全てにつき、定款に定める取得条項に基づき

取得することを決議し、2025年８月15日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株

式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しておりま

す。当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全て

について、同日付で消却しております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

 第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債（注）１、２
普通株式 434 173,166 173,600 － －

 第８回新株予約権（注）２、

３
普通株式 200 79,800 80,000 － －

 第９回新株予約権（注）２ 普通株式 120 47,880 － 48,000 －

 合計  － 754 300,846 253,600 48,000 －

　（注）１．転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第８回新株予約権及び第９回新株予約権の当連結会計年度の増

加は、株式分割によるものです。

３．第８回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の取得及び消却によるものです。

４．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度の減少は、満期償還によるものです。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日）

現金及び預金 1,615,931千円 5,340,905千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  －  

現金及び現金同等物 1,615,931 5,340,905 

 

（リース取引関係）

１．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年内 78,584 123,435

１年超 21,607 101,584

合計 100,192 225,019
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、ソフトウエア開発投資及び「Winvoice」事業に係る立替金精算を目的として、必要

な資金を調達しております。また、短期的な運転資金につきましては、銀行借入により調達しておりま

す。なお、デリバティブを含む投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金のうち、

差入預託保証金及び本社オフィス等の賃貸借契約に係るものは差入先の信用リスクにさらされておりま

す。一方、差入保証金のうち、供託金については、前払式特定取引前受金の保全措置として法務局への

供託をしているものであり、信用リスクに晒されておりません。営業債務である買掛金、未払金等は１

年以内の支払期日であります。

　借入金及び転換社債型新株予約権付社債は主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、こ

のうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

　投資有価証券については、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　当社グループは、取引先審査・与信管理ガイドラインに従い、取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。

②　市場リスクの管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新すると

ともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格の

ない株式等は含まれておりません（※２参照）。

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券 14,488 14,488 －

(2）差入保証金（※３） 152,536 152,335 △200

資産計 167,024 166,823 △200

(3）転換社債型新株予約権付社債（※

４）
200,000 194,096 △5,903

(4）長期借入金（※５） 1,179,600 1,023,042 △156,557

負債計 1,379,600 1,217,139 △162,460

(※１)現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金、未払法人税等及び未払消

費税等については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。
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(※２)市場価格のない株式等

（単位：千円）
 

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 ０

(※３)差入保証金については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により

算定しております。一部返還時期を合理的に見積もれないものについては、割引率をゼロとして現在価値を算定

しております。

(※４)１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債は転換社債型新株予約権付社債に含めて記載しております。

(※５)１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券 5,068 5,068 －

(2）差入保証金（※３） 31,536 30,686 △849

資産計 36,604 35,754 △849

(3）長期借入金（※４） 1,159,200 1,039,653 △119,546

負債計 1,159,200 1,039,653 △119,546

(※１)現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金、未払法人税等及び未払消

費税等については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

(※２)市場価格のない株式等

（単位：千円）
 

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 11,203

(※３)差入保証金のうち、主に法務局への供託をしているもの等については、返還時期を合理的に見積もることが困難

なため、時価の表示を行っておりません（連結貸借対照表計上額128,257千円）。

(※４)１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。なお、変動金利による借入については、

短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似するものと考えられることから、当該帳簿価額によっ

ております。
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（注）１．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,615,931 － － －

売掛金 1,126,909 － － －

差入保証金 31,536 － － －

合計 2,774,377 － － －

　「差入保証金」のうち117,199千円については、主に供託金であります。こちらは前払式特定取引前受金の保全措置と

して、法務局への供託をしているものであり、返還時期を合理的に見積もることが困難なため、上記の表に含まれており

ません。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 5,340,905 － － －

売掛金 1,246,223 － － －

未収入金 1,917,448 － － －

差入保証金 － 31,536 － －

合計 8,504,577 31,536 － －

　「差入保証金」のうち128,257千円については、主に供託金であります。こちらは前払式特定取引前受金の保全措置と

して、法務局への供託をしているものであり、返還時期を合理的に見積もることが困難なため、上記の表に含まれており

ません。

 

（注）２．社債、長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

転換社債型新株予約権

付社債
200,000 － － － － －

長期借入金 20,400 320,400 20,400 18,400 － 800,000

合計 220,400 320,400 20,400 18,400 － 800,000

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,957,666 － － － － －

長期借入金 320,400 20,400 18,400 － 400,000 400,000

合計 2,278,066 20,400 18,400 － 400,000 400,000
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れの属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 14,488 － － 14,488

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 5,068 － － 5,068
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(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 152,335 － 152,335

資産計 － 152,335 － 152,335

転換社債型新株予約権付社債 － 194,096 － 194,096

長期借入金 － 1,023,042 － 1,023,042

負債計 － 1,217,139 － 1,217,139

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 30,686 － 30,686

資産計 － 30,686 － 30,686

長期借入金 － 1,039,653 － 1,039,653

負債計 － 1,039,653 － 1,039,653

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

 

差入保証金

　これらの時価は、一定期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を契約期間及び信用リスクを加味した利率

により割り引いた現在価値によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。また差入保証金の

うち、主に法務局への供託をしているものについては、返還時期を合理的に見積もることが困難なため、時

価の表示を行っておりません。

 

転換社債型新株予約権付社債

　当社の発行する転換社債型新株予約権付社債の時価は、元利金の合計額を、同様の新規発行を行った場合

に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

EDINET提出書類

株式会社インフキュリオン(E41028)

有価証券報告書

 88/126



（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2025年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 14,488 7,963 6,524

小計 14,488 7,963 6,524

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 － － －

小計 － － －

合計 14,488 7,963 6,524

（注）１　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　非上場株式（連結貸借対照表計上額０千円）については市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には

含めておりません。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 5,068 3,192 1,876

小計 5,068 3,192 1,876

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 － － －

小計 － － －

合計 5,068 3,192 1,876

（注）１　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　非上場株式（連結貸借対照表計上額11,203千円）については市場価格がないため、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

 

２ 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

株式 8,308 3,537 －

 

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

　有価証券について9,996千円（非上場株式）減損処理を行っております。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

　有価証券について26,796千円（非上場株式）減損処理を行っております。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益 7,050千円 －千円

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
第２回

新株予約権

第３回

新株予約権

第４回

新株予約権

第５回

新株予約権

第６回

新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役　４名

当社従業員　38名

当社監査役　３名

当社従業員　35名

当社取締役　３名

当社従業員　14名

当社取締役　１名

当社従業員　３名

当社取締役　３名

当社従業員　35名

株式の種類別のス

トック・オプショ

ンの数（注）１

普通株式

1,016,000株

普通株式

328,000株

普通株式

732,000株

普通株式

104,000株

普通株式

340,000株

付与日 2016年８月31日 2018年10月24日 2020年２月28日 2020年２月21日 2022年３月15日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ （注）２ （注）２

対象勤務期間
対象勤務期間の定

めはありません。

対象勤務期間の定

めはありません。

対象勤務期間の定

めはありません。

対象勤務期間の定

めはありません。

対象勤務期間の定

めはありません。

権利行使期間
自2018年９月１日

至2026年８月31日

自2020年10月25日

至2028年10月24日

自2022年２月18日

至2030年２月17日

自2022年２月18日

至2030年２月17日

自2024年３月９日

至2032年３月８日

 

 
第10-１回

新株予約権

第10-２回

新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役　１名

当社監査役　１名

当社従業員 254名

当社従業員 95名

株式の種類別のス

トック・オプショ

ンの数（注）１

普通株式

963,600株

普通株式

335,200株

付与日 2024年８月30日 2025年６月27日

権利確定条件 （注）２ （注）２

対象勤務期間
対象勤務期間の定

めはありません。

対象勤務期間の定

めはありません。

権利行使期間
自2026年８月15日

至2034年８月14日

自2027年６月14日

至2035年６月13日
 
（注）１．株式数に換算して記載しております。なお、2025年８月20日付株式分割（１株につき400株の割合）による

分割後の株式数に換算して記載しております。

２．「第４ 提出会社の状況１ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載して

おります。

 

EDINET提出書類

株式会社インフキュリオン(E41028)

有価証券報告書

 90/126



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
第２回

新株予約権

第３回

新株予約権

第４回

新株予約権

第５回

新株予約権

第６回

新株予約権

権利確定前 （株）      

前連結会計年度末  660,000 136,000 512,000 40,000 86,400

付与  － － － － －

失効  － － － － 6,000

権利確定  660,000 136,000 512,000 40,000 80,400

未確定残  － － － － －

権利確定後 （株）      

前連結会計年度末  － － － － －

権利確定  660,000 136,000 512,000 40,000 80,400

権利行使  284,000 8,000 26,000 40,000 －

失効  － － － － －

未行使残  376,000 128,000 486,000 － 80,400

 

  
第10-１回

新株予約権

第10-２回

新株予約権

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  899,200 －

付与  － 335,200

失効  61,600 2,400

権利確定  － －

未確定残  837,600 332,800

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －

（注）2025年８月20日付株式分割（１株につき400株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社インフキュリオン(E41028)

有価証券報告書

 91/126



②　単価情報

  
第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利行使価格 （円） 160 661 661 661 1,230

行使時平均株価 （円） 1,385 1,680 1,622 1,180 －

付与日における公正な評価単価 （円） － － － － －

 

  
第10-１回
新株予約権

第10-２回
新株予約権

権利行使価格 （円） 800 800

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －
 
（注）2025年８月20日付株式分割（１株につき400株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公

正な評価単価は、単位当たりの本源的価値により算定しております。なお、本源的価値を算出する基礎と

なった自社の株式の評価方法は、DCF方式等により算出しております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源

的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における

本源的価値の合計額

　当連結会計年度末における本源的価値の合計額

253,869千円

　当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

401,714千円
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
当連結会計年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産      

減価償却超過額 998,798千円  1,224,980千円

未払賞与 60,560   86,607 

仕掛品 253,185   233,034 

税務上の繰越欠損金（注） 915,335   745,557 

その他 108,496   127,864 

繰延税金資産小計 2,336,376   2,418,043 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △913,080   △611,736 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,073,409   △1,095,649 

評価性引当額小計 △1,986,490   △1,707,386 

繰延税金資産合計 349,886   710,657 

繰延税金負債      

その他 △4,434   △591 

繰延税金負債合計 △4,434   △591 

繰延税金資産（負債）の純額 345,451   710,066 

 

（注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金

(※)
27,019 31,715 － 29,822 35,079 791,699 915,335

評価性引当額 △25,199 △31,715 － △29,822 △35,079 △791,263 △913,080

繰延税金資産 1,819 － － － － 435 2,255

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

税務上の繰越欠損金915,335千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産2,255千円を計上しておりま

す。当該税務上の繰越欠損金については将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引

当額を認識しておりません。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金

(※)
31,715 － 24,114 33,629 36,620 619,476 745,557

評価性引当額 △31,715 － △24,114 △33,340 △36,620 △485,945 △611,736

繰延税金資産 － － － 289 － 133,531 133,820

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

税務上の繰越欠損金745,557千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産133,820千円を計上しておりま

す。当該税務上の繰越欠損金については将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引

当額を認識しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
当連結会計年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.3  3.3

住民税均等割 3.2  1.5

役員報酬損金不算入額 1.8  0.3

軽減税率適用による影響 △2.2  △0.1

評価性引当額の増減 △46.3  △86.3

繰越欠損金の期限切れ 27.2  5.2

グループ通算制度による影響 △7.6  △3.1

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 －  △6.2

連結子会社との税率差異 15.0  12.9

その他 1.6  0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.6  △41.8

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計

処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人

税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（資産除去債務関係）

　当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識して

おります。

　なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不

動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担

に属する金額を費用に計上する方法によっております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであ

ります。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 ３.会計方針に関する事項 （4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 1,126,909千円 3,163,672千円

契約資産 309,502 177,555 

契約負債 110,100 102,737 
 

　顧客との契約から生じた債権には売掛金、未収入金を含めています。

　契約資産は、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したが未請求の作業に

係る対価に関連するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客と

の契約から生じた債権に振り替えられます。

　契約負債は主に、役務の提供前に顧客から受け取った対価であります。契約負債は、収益の認識に伴い取

り崩されます。また、当連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは

72,366千円であります。

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループは、当初の予想契約期間が1年以内の契約について実務上の便法を使用し、残存履行義務に

関する情報の記載を省略しております。

履行義務に関する契約において、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間

は以下のとおりであります。

  （単位：千円）

区分 前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 373,548 483,867

１年超２年以内 174,367 209,346

２年超３年以内 88,606 66,262

３年超 16,561 57,273

合計 653,084 816,749
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

　当社グループは事業の分類別に報告セグメントを決定しており、「ペイメントプラットフォーム事

業」、「マーチャントプラットフォーム事業」、「コンサルティング事業」の３つを報告セグメントとし

ております。

　「ペイメントプラットフォーム事業」は、金融機関の基幹システムと事業会社・フィンテック事業者の

間をAPIで接続することで、金融機関自身のデジタル化やリテール企業の自社アプリへの決済機能の組込

をサポートし、デジタル技術を用いた決済機能など利便性の高いサービスをクラウド上で提供する事業を

行っております。「マーチャントプラットフォーム事業」は、あらゆるキャッシュレス手段を一つのデバ

イスで提供するマルチ決済端末の販売など、店舗におけるキャッシュレス化・デジタル化を実現する事業

を行っております。「コンサルティング事業」は決済・金融領域を中心に、大企業の新規事業や金融デジ

タルトランスフォーメーション（DX）化などを企画から運用までの各種フェーズでコンサルティング支援

を行う事業を行っております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理

の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の

内部営業収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の

分解情報

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

（注）１

合計

（注）２ 

ペイメント

プラット

フォーム事

業

マーチャン

トプラット

フォーム

事業

コンサル
ティング
事業

計

売上高       

一時点で移転される財又はサー

ビス
252,913 350,514 1,022 604,450 1,066 605,516

一定の期間にわたり移転される

財又はサービス
3,406,736 1,656,117 1,506,047 6,568,901 － 6,568,901

顧客との契約から生じる収益 3,659,649 2,006,631 1,507,070 7,173,351 1,066 7,174,418

外部顧客への売上高 3,659,649 2,006,631 1,507,070 7,173,351 1,066 7,174,418

セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,400 － 53,877 55,277 △55,277 －

計 3,661,049 2,006,631 1,560,947 7,228,628 △54,210 7,174,418

セグメント利益又は

損失（△）
△223,460 79,697 395,414 251,651 △108,462 143,189

セグメント資産 2,770,075 1,011,219 673,959 4,455,253 778,463 5,233,717

その他の項目       

減価償却費 330 44,082 259 44,672 591 45,264

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
228,102 45,933 － 274,035 － 274,035

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。

（１）外部顧客への売上高の調整額は、講演料収入等であります。

（２）セグメント利益の調整額△108,462千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（３）セグメント資産の調整額778,463千円には、セグメント間の相殺額△964,922千円及び各報告セグメントに

配分していない全社資産1,743,385千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属し

ない預金等の金融資産であります。

（４）減価償却費の調整額には、各セグメントに配分していない資産に係る償却費が含まれております。

２．セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

（注）１

合計

（注）２ 

ペイメント

プラット

フォーム事

業

マーチャン

トプラット

フォーム

事業

コンサル
ティング
事業

計

売上高       

一時点で移転される財又はサー

ビス
353,835 1,040,167 － 1,394,003 2,063 1,396,067

一定の期間にわたり移転される

財又はサービス
4,935,304 1,696,061 1,478,299 8,109,665 － 8,109,665

顧客との契約から生じる収益 5,289,140 2,736,229 1,478,299 9,503,668 2,063 9,505,732

外部顧客への売上高 5,289,140 2,736,229 1,478,299 9,503,668 2,063 9,505,732

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 206,951 213,800 420,751 △420,751 －

計 5,289,140 2,943,180 1,692,099 9,924,420 △418,687 9,505,732

セグメント利益又は

損失（△）
△181,094 501,334 588,433 908,673 △468,437 440,235

セグメント資産 6,766,404 1,039,448 731,442 8,537,295 2,221,868 10,759,163

その他の項目       

減価償却費 56,200 60,168 256 116,625 3,579 120,204

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
265,127 44,765 － 309,893 － 309,893

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。

（１）外部顧客への売上高の調整額は、講演料収入等であります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額△468,437千円は、各報告セグメントに配分していない全社損益であり

ます。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、受取配当金であります。

（３）セグメント資産の調整額2,221,868千円には、セグメント間の相殺額△573,216千円及び各報告セグメント

に配分していない全社資産2,795,084千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属

しない預金等の金融資産であります。

（４）減価償却費の調整額には、各セグメントに配分していない資産に係る償却費が含まれております。

２．セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社北國銀行 1,786,748
ペイメントプラットフォーム事業
マーチャントプラットフォーム事業
コンサルティング事業

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 737,267
ペイメントプラットフォーム事業
コンサルティング事業

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三井住友カード株式会社 1,474,059
ペイメントプラットフォーム事業
マーチャントプラットフォーム事業
コンサルティング事業

株式会社北國銀行 1,358,274
ペイメントプラットフォーム事業
マーチャントプラットフォーム事業
コンサルティング事業

ＧＯ株式会社 1,023,827 マーチャントプラットフォーム事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
三井住友

カード㈱

東京都

江東区
34,000,003

コン

シュー

マーファ

イナンス

業

(被所有)

直接 14.7

資本業務

提携等

システム構

築の受託、

コンサル

ティング契

約等

308,577 売掛金 181,280

主要株主
㈱三井住友

銀行

東京都

千代田区
1,771,093,147 銀行業

(被所有)

直接 14.7

資本業務

提携等
資金の預入 14,725

現金及び

預金
14,795

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
三井住友

カード㈱

東京都

江東区
34,000,003

コン

シュー

マーファ

イナンス

業

(被所有)

直接 14.4

資本業務

提携等

システム構

築の受託、

コンサル

ティング契

約等

1,422,621

売掛金 160,309

契約資産 48,720

契約負債 556

主要株主
㈱三井住友

銀行

東京都

千代田区
1,771,093,147 銀行業

(被所有)

直接 14.4

資本業務

提携

資金の借入

等

利息の受取 2,034 － －

利息の支払 17,498 前払費用 19

資金の借入 166,000
短期借入

金
166,000

担保の提供 166,000 － －

資金の預入 1,964,301
現金及び

預金
1,979,096

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(１)システム構築の受託・コンサルティング契約等の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しておりま

す。

(２)資金の預入及び資金の借入に係る金利等の取引条件は、市場金利を勘案し一般の取引条件と同様に決定し

ております。

(３)資金の預入及び資金の借入の取引金額については、前期末残高との純増減額を記載しております。

(４)金銭の借入に対して担保を差し入れているものであり、取引金額は借入債務の期末残高であります。
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　（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 丸山　弘毅 － －
当社代表

取締役

(被所有)

直接 9.9
－

ストック・

オプション

の行使

14,416 － －

役員 高木　一輝 － －
当社取締

役

(被所有)

直接 0.6
－

ストッ
ク・オプ
ションの
行使

16,000 － －

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

2016年８月31日及び2020年2月17日の取締役会の決議に基づいて付与されたストック・オプションの当連結会

計年度における権利行使を記載しております。

 

（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
三井住友

カード㈱

東京都

江東区
34,000,003

コン

シュー

マーファ

イナンス

業

(被所有)

直接 14.7

資本業務

提携等

システム構

築の受託、

システム利

用等

34,785 売掛金 1,036

主要株主
㈱三井住友

銀行

東京都

千代田区
1,771,093,147 銀行業

(被所有)

直接 14.7

資本業務

提携等
資金の預入 △13,131

現金及び

預金
161,235

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
三井住友

カード㈱

東京都

江東区
34,000,003

コン

シュー

マーファ

イナンス

業

(被所有)

直接 14.4

資本業務

提携等

システム利

用、コンサ

ルティング

契約等

44,445 売掛金 901

主要株主
㈱三井住友

銀行

東京都

千代田区
1,771,093,147 銀行業

(被所有)

直接 14.4

資本業務

提携等

利息の受取 301 － －

資金の預入 △19,988
現金及び

預金
141,247

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(１)システム構築の受託・システム利用・コンサルティング契約等の取引条件は、一般の取引条件と同様に決

定しております。

(２)資金の預入に係る金利等の取引条件は、市場金利を勘案し一般の取引条件と同様に決定しております。

(３)資金の預入の取引金額については、前期末残高との純増減額を記載しております。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 △111.81円 269.06円

１株当たり当期純利益 4.13円 22.81円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円 21.42円

　（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在したものの、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．前連結会計年度の１株当たり純資産額については、優先株式に対する残余財産の分配額を控除して算定して

おります。

３．当社は、2025年10月24日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、当連結会計年度の潜在株式調整

後１株当たり当期純利益については、新規上場日から当連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株価

とみなして算定しております。

４．2025年８月20日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１

株当たり当期純利益を算定しております。

５．当社は、2025年７月31日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優

先株式及びＤ種優先株式全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年８月15

日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及

びＤ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付いたしました。また、当社が取得したＡ種優先株

式、Ｂ種優先株式、Ｂ２種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てについて、同日付で消却してお

ります。当連結会計年度の期首に普通株式への変更が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

６．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 74,724 444,634

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（千円）
74,724 444,634

普通株式の期中平均株式数（株）

（うち普通株式）

（うちＡ種優先株式）

（うちＢ種優先株式）

（うちＢ２種優先株式）

（うちＣ種優先株式）

（うちＤ種優先株式）

18,097,490

(13,532,696）

（1,880,000）

（1,382,000）

（240,000）

（460,000）

（602,795）

19,496,301

 

 

 

 

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 1,258,531

（うち新株予約権（株）） （－） （1,258,531）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権９種類

(新株予約権の数2,462,400個)

第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債

新株予約権の数　２個

（普通株式数　173,600株）

　（注）優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式とし

ております。
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（重要な後発事象）

 

(資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件）

　当社は、2026年５月27日開催の取締役会において、2026年６月25日開催の第20期定時株主総会に資本準備金の

額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。

 

１．資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

　繰越利益剰余金の欠損填補及び財務体質の健全化を図るとともに、資本政策及び財務戦略における機動性と柔

軟性の確保を目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

　具体的には、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え

るとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の額の一部を繰越利益剰余金の欠損填

補に充当するものであります。

　なお、本件は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、純資産合計額及び発行済株式総数

に変動はなく、１株当たりの純資産額に影響が生じるものではございません。

 

２．資本準備金の額の減少の内容

　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるも

のです。

（１）減少する準備金の額

資本準備金　　　　　　3,337,775,833円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　　3,337,775,833円

 

３．剰余金の処分の内容

　下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠

損填補に充当いたします。

（１）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　　540,192,935円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　　540,192,935円

 

４．資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

（１）取締役会決議日　　　　　2026年５月27日

（２）定時株主総会決議日　　　2026年６月25日

（３）債権者異議申述公告日　　2026年７月14日（予定）

（４）債権者異議申述最終期日　2026年８月14日（予定）

（５）効力発生日　　　　　　　2026年８月17日（予定）
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

㈱インフキュリオン

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債

（注）１，２．３

年月日

2020.９.30

200,000

(200,000)
－ 3.0 －

年月日

2026.３.31

合計 － －
200,000

(200,000)
－ － － －

　（注）１．（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

　　　　２．転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄 第１回

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額（円） 無償

株式の発行価格（円） 460,000

発行価額の総額（千円） 500,000

新株予約権の行使により発行した株式の

発行価額の総額（千円）
299,920

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間
自　2020年10月１日

至　2026年３月31日

　　　　（注）なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の

償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株

予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － 1,957,666 1.05 －

１年以内に返済予定の長期借入金 20,400 320,400 1.55 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除

く。）
1,159,200 838,800 1.55

2027年～

   2032年

合計 1,179,600 3,116,866 － －

　（注）１．平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 20,400 18,400 － 400,000

 

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高（千円） 4,279,348 9,505,732

税金等調整前中間（当期）純利益（千円） 245,368 313,518

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益（千円） 382,097 444,634

１株当たり中間（当期）純利益（円） 20.47 22.81

（注）　当社は、2025年８月20日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間（当期）純利益を算定しております。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 675,974 ※３ 4,360,007

売掛金 ※１ 803,357 ※１ 869,216

契約資産 309,502 170,562

仕掛品 647 4,186

原材料及び貯蔵品 4,294 11,458

前払費用 74,758 115,250

前渡金 ※１ 116,081 5,888

未収入金 ※１ 834,277 ※１ 2,036,718

その他 ※１ 189,765 ※１ 23,025

貸倒引当金 △39,038 △1,700

流動資産合計 2,969,621 7,594,614

固定資産   

無形固定資産   

ソフトウエア － 423,298

ソフトウエア仮勘定 571,775 345,176

無形固定資産合計 571,775 768,474

投資その他の資産   

投資有価証券 14,488 16,271

関係会社株式 171,972 171,972

関係会社長期貸付金 450,000 150,000

繰延税金資産 268,891 607,293

差入保証金 152,536 159,793

その他 10 20

投資その他の資産合計 1,057,897 1,105,351

固定資産合計 1,629,673 1,873,825

資産合計 4,599,294 9,468,440
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※１ 211,665 ※１ 305,421

契約負債 90,753 26,146

未払金 ※１ 187,529 ※１ 297,341

未払費用 263,901 427,205

未払法人税等 2,290 59,667

受注損失引当金 － 6,979

製品保証引当金 26,500 －

預り金 307,906 378,027

短期借入金 － ※２ 1,957,666

１年内返済予定の長期借入金 20,400 320,400

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社

債
200,000 －

その他 84,555 90,852

流動負債合計 1,395,501 3,869,708

固定負債   

長期借入金 1,159,200 838,800

固定負債合計 1,159,200 838,800

負債合計 2,554,701 4,708,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 1,461,064

資本剰余金   

資本準備金 2,476,711 3,837,775

資本剰余金合計 2,476,711 3,837,775

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △536,899 △540,192

利益剰余金合計 △536,899 △540,192

株主資本合計 2,039,812 4,758,647

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,527 1,284

評価・換算差額等合計 4,527 1,284

新株予約権 254 －

純資産合計 2,044,593 4,759,931

負債純資産合計 4,599,294 9,468,440
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

売上高 ※１ 4,867,108 ※１ 6,790,842

売上原価 ※１ 2,926,997 ※１ 3,624,964

売上総利益 1,940,111 3,165,878

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 2,200,531 ※１,※２ 3,361,526

営業損失（△） △260,420 △195,648

営業外収益   

受取利息 ※１ 9,866 ※１ 9,559

受取手数料 149 1,093

その他 661 1,803

営業外収益合計 10,677 12,456

営業外費用   

支払利息 30,890 ※１ 50,332

支払手数料 4,281 509

株式交付費 － 25,273

上場関連費用 － 31,755

その他 972 3,617

営業外費用合計 36,145 111,488

経常損失（△） △285,887 △294,680

特別利益   

新株予約権戻入益 7,050 －

投資有価証券売却益 － 3,537

特別利益合計 7,050 3,537

特別損失   

関係会社株式評価損 161,969 －

抱合せ株式消滅差損 87,222 －

減損損失 － 11,946

投資有価証券評価損 9,996 26,796

特別損失合計 259,189 38,743

税引前当期純損失（△） △538,027 △329,885

法人税、住民税及び事業税 13,143 10,402

法人税等調整額 △116,646 △336,995

法人税等合計 △103,503 △326,592

当期純損失（△） △434,523 △3,293
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
 

資本準備金
その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 247,460 4,194,048 290,000 4,484,048 △3,922,062 △3,922,062 809,445

当期変動額        

新株の発行 832,444 832,444  832,444   1,664,889

資本金から剰余金への振替 △979,904 △2,549,781 3,529,686 979,904   －

欠損填補   △3,819,686 △3,819,686 3,819,686 3,819,686 －

当期純損失（△）     △434,523 △434,523 △434,523

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

       

当期変動額合計 △147,460 △1,717,336 △290,000 △2,007,336 3,385,162 3,385,162 1,230,366

当期末残高 100,000 2,476,711 － 2,476,711 △536,899 △536,899 2,039,812

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 4,432 4,432 7,635 821,513

当期変動額     

新株の発行    1,664,889

資本金から剰余金への振替    －

欠損填補    －

当期純損失（△）    △434,523

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

94 94 △7,380 △7,286

当期変動額合計 94 94 △7,380 1,223,079

当期末残高 4,527 4,527 254 2,044,593
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当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
 

資本準備金
その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 2,476,711 － 2,476,711 △536,899 △536,899 2,039,812

当期変動額        

新株の発行 1,361,064 1,361,064  1,361,064   2,722,128

資本金から剰余金への振替        

欠損填補        

当期純損失（△）     △3,293 △3,293 △3,293

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

       

当期変動額合計 1,361,064 1,361,064 － 1,361,064 △3,293 △3,293 2,718,835

当期末残高 1,461,064 3,837,775 － 3,837,775 △540,192 △540,192 4,758,647

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 4,527 4,527 254 2,044,593

当期変動額     

新株の発行    2,722,128

資本金から剰余金への振替    －

欠損填補    －

当期純損失（△）    △3,293

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△3,242 △3,242 △254 △3,496

当期変動額合計 △3,242 △3,242 △254 2,715,338

当期末残高 1,284 1,284 － 4,759,931
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。

　市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法による算定）

原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法による算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しております。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における損失見込額を計上しております。

(3) 製品保証引当金

　製品保証引当金は、ソフトウエア開発の請負契約に係る、将来の契約不適合責任の費用の支出に備え

るため、個別案件ごとに当事業年度末における損失見込額を算出し計上しております。

　なお、当事業年度末において残高はありません。

４．収益及び費用の計上基準

　当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は以下の通りであります。

　なお、履行義務の対価は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

①ペイメントプラットフォーム事業

　金融機関の基幹システムと事業会社・フィンテック事業者の間をAPIで接続することで、金融機関自

身のデジタル化やリテール企業の自社アプリへの決済機能の組込をサポートし、デジタル技術を用いた

決済機能など利便性の高いサービスをクラウド上で提供する事業を提供しております。

　受託開発のサービスに係る履行義務は、プロジェクトの進捗に応じて充足していくと判断しておりま

す。そのため、進捗度を見積総原価に対する実際の発生原価の割合に基づき算定しております。なお、

契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約及

び金額的な重要性が乏しいものについては、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認

識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　システム提供における収益は、主に自社開発システムの月額利用料により生じるため、サービス提供

期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該期間にわたり収益を認識しております。

　請求書カード払いプラットフォームの利用に伴う収益は、立替払いが完了した時点で履行義務が充足

されると判断し、立替払いが完了時に収益を認識しております。

②マーチャントプラットフォーム事業

　店舗におけるキャッシュレス化・デジタル化を実現する事業を提供しております。

　受託開発のサービスに係る履行義務は、プロジェクトの進捗に応じて充足していくと判断しておりま

す。そのため、進捗度を見積総原価に対する実際の発生原価の割合に基づき算定しております。
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なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い

契約及び金額的な重要性が乏しいものについては、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収

益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　システム提供における収益は、主に自社開発システムの月額利用料により生じるため、サービス提供

期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該期間にわたり収益を認識しております。

 

（重要な会計上の見積り）

繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産（純額） 268,891 607,293

繰延税金負債との相殺前の金額 273,326 607,885
 
 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報

「１(1)連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。

 

固定資産の減損

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

無形固定資産 571,775 768,474

減損損失 － 11,946

 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「１(1)連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。

 

進捗度に基づく収益認識

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

2,608,256 2,534,155

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「１(1)連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。

 

（表示方法の変更）

　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務

諸表等規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。

　また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の

注記に変更しております。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

短期金銭債権 418,294千円 133,839千円

短期金銭債務 28,071  71,501  

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契

約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

当座貸越極度額及びリボルビング・クレ

ジット・ファシリティの総額
2,700,000千円 36,200,000千円

借入実行残高 －  1,766,000  

差引額 2,700,000  34,434,000  

（注）リボルビング・クレジット・ファシリティ契約につきましては、前事業年度にて解約を行っております。

 

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりです。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 

当事業年度
（2026年３月31日）

 

現金及び預金 －千円 573,822千円

 

担保付債務は、次のとおりです。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 

当事業年度
（2026年３月31日）

 

短期借入金 －千円 166,000千円
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

営業取引による取引高     

売上高 1,055,981千円 952,522千円

営業費用 629,384  954,350  

営業取引以外の取引高 9,344  6,203  

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度51.9％、当事業年度56.0％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度48.1％、当事業年度44.0％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

役員報酬及び給料手当 841,190千円 1,046,245千円

支払手数料 53,576 519,617

減価償却費 － 575

研究開発費 343,577 377,794

貸倒引当金繰入額 39,038 △394

 

（表示方法の変更）

　「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より主要な費目として表示しております。ま

た、この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度においても主要な費目として表示しております。

 

（有価証券関係）

前事業年度（2025年３月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式171,972千円）は、市場価格のない株式等のため、記載して

おりません。

 

当事業年度（2026年３月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式171,972千円）は、市場価格のない株式等のため、記載して

おりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産      

減価償却超過額 861,342千円  1,132,289千円

仕掛品 252,438   233,034 

関係会社株式 557,036   577,281 

税務上の繰越欠損金 503,696   439,435 

その他 107,971   163,448 

繰延税金資産小計 2,302,729   2,545,489 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △503,696   △329,413 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,525,706   △1,608,190 

評価性引当額小計 △2,029,403   △1,937,603 

繰延税金資産合計 273,326   607,885 

繰延税金負債      

その他 △4,434   △591 

繰延税金負債合計 △4,434   △591 

繰延税金資産（負債）の純額 268,891   607,293 

 

（表示方法の変更）

　前事業年度において、独立掲記していた「繰延税金資産」の「未払賞与」は、金額的重要性が乏しく

なったため、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前事業年度の税効果会計関係注記の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の「未払賞与」46,668千円及び「その他」61,302千円は、「繰延税金資産」の

「その他」107,971千円として組替えております。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理

及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の

会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等
（1）連結財務諸表　注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
す。

 

（重要な後発事象）

　連結財務諸表の「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており

ます。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物附属設備 － 790
781

8 － 14,926
(781)

工具、器具及び備品 － 11,732
11,165

566 － 7,446
(11,165)

リース資産 － － － － － 4,960

有形固定資産計 － 12,522
11,946

575 － 27,333
(11,946)

無形固定資産

ソフトウエア － 479,205 － 55,907 423,298 －

ソフトウエア仮勘定 571,775 252,605 479,205 － 345,176 －

無形固定資産計 571,775 731,811 479,205 55,907 768,474 －

（注）１．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　工具、器具及び備品　ソロブース　9,270千円

３．ソフトウエア仮勘定の「当期減少額」は、本勘定へ振り替えたものによるものであります。

 

【引当金明細表】

（単位：千円）
 

科目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

貸倒引当金 39,038 1,700 39,038 1,700

製品保証引当金 26,500 － 26,500 －

受注損失引当金 － 6,979 － 6,979

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない

ときは、日本経済新聞に掲載しております。

当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://infcurion.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）会社法第166条第１項の規定による取得請求権付株式の取得を請求する権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類

　2025年９月19日関東財務局長に提出。

(2）有価証券届出書の訂正届出書

　2025年10月８日及び2025年10月16日関東財務局長に提出。

　2025年９月19日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

(3）半期報告書及び確認書

　（第20期中）（自2025年４月１日　至2025年９月30日）2025年11月13日関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書

　2025年10月24日関東財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年６月23日

株式会社インフキュリオン  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人

 東京事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤間　信貴

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社インフキュリオンの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社インフキュリオン及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

一定の期間にわたり履行義務が充足されるソフトウエア開発の受注案件に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は次世代型の決済システムを中心とした金融サービ

スを機能単位で柔軟に利用するためのプラットフォーム

サービスを提供している。会社は当連結会計年度におい

て、一定の期間にわたり履行義務が充足されるソフトウエ

ア開発の受注案件の収益として2,580,148千円を連結財務

諸表に計上しており、売上高に占める割合は約27％であ

る。

　「連結財務諸表注記（重要な会計上の見積り）進捗度に

基づく収益認識」に記載のとおり、ソフトウエア開発の受

注案件による進捗度の測定は、原則としてプロジェクトの

見積総原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合

で測定する方法を適用している。

　見積総原価はプロジェクトの進行に応じて適宜見直しが

行われるため、不確実性が高く、経営者等の評価や判断を

伴う。また、期末時点において、発生原価の計上及び見積

総原価の修正・見直しが適時に行われない場合には、進捗

度が適切に測定されないリスクが存在する。

　したがって、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義

務が充足されるソフトウエア開発の受注案件に関する収益

認識を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断

した。

　当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足され

るソフトウエア開発の受注案件に関する収益認識につい

て、主として以下の監査手続を実施した。

１．内部統制の評価

　関連する会社の以下の内部統制を理解するとともに、

その整備・運用状況を評価した。

・　プロジェクトの規模に応じて、プロジェクトの原価

見積に関する資料の内容を検討し、必要な承認を行う

統制

・　見積総原価と実際発生原価の乖離状況をモニタリン

グし、乖離理由の確認を行い、必要に応じて予算の修

正及び承認を行う統制

・　収益の計上根拠資料と仕訳計上の整合性を検証し、

仕訳の承認を行う統制

２．進捗度測定の評価

・　見積総原価の妥当性を評価するため、以下の手続を

実施した。

－　プロジェクトごとの損益率に関する、趨勢分析及

び他プロジェクトとの比較分析。

－　当連結会計年度末に進行中の開発案件に関する、

期末月の翌月までの実際発生原価と、見積原価との

比較分析。

・　原価の既発生額の正確性を検討するため、以下の手

続を実施した。

－　証憑突合及び再計算。

－　一定金額以上のプロジェクトに関して、勤怠シス

テム又は工数管理システムから直接取得したデータ

と、進捗度の測定に用いられる原価集計情報との比

較。

・　過去の見積に関する傾向を把握するため、進捗度に

基づき収益を認識する当期開発完了案件について、見

積原価と実際原価の比較分析を実施した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等　(3）【監査の状

況】に記載されている。
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利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社インフキュリオン(E41028)

有価証券報告書

123/126



 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年６月23日

株式会社インフキュリオン  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人

 東京事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤間　信貴

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社インフキュリオンの2025年４月１日から2026年３月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

インフキュリオンの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

一定の期間にわたり履行義務が充足されるソフトウエア開発の受注案件に関する収益認識

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（一定の期間にわたり履行義務が充足されるソフ

トウエア開発の受注案件に関する収益認識）と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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